
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

地域の新たな支え合い 
〜いきいきと暮らせる福祉のまち越⾕〜 



 

  



 

はじめに 

 

近年、少子高齢化や人口減少を背景に、核家族化や単身世帯の増加、地域のつながりの

希薄化が進む中、新型コロナウイルス感染症の影響も相まって、いわゆる「８０５０問

題」や育児と介護のダブルケアなど、複雑・複合化した課題が顕在化しています。 

 こうした社会情勢を受けて、国においては、令和３年４月の社会福祉法改正による「重

層的支援体制整備事業」の創設をはじめ、「こども家庭庁」の発足、「孤独・孤立対策推進

法」の制定など、世代を超えた地域共生社会の実現に向けた法体系や制度の拡充が図られ

ています。 

このような中、本計画は、越谷市が策定する「第４次越谷市地域福祉計画」との整合性

を図りながら、基本理念を第３次の計画から継承し、「みんなが参画し ともに築く 福

祉のまちをめざして」と定めました。この理念を実現するための基本目標、基本方針さら

に施策を掲げ、地域共生社会の実現に向けた取り組みの指針となるよう策定いたしまし

た。 

 私たち社会福祉協議会には、地域福祉推進の中核的組織として、制度の狭間にある課題

も含め、誰一人取り残さない支援と地域づくりを進めていく役割が求められています。こ

の計画を着実に推進していくために、関係機関・団体、地域の皆さま、行政と連携し、包

括的な相談支援体制の充実と、住民主体の支え合い活動等の推進に一層取り組んでまいり

ます。当協議会の活動に対しまして、引き続き特段のご理解とご協力を賜りますよう、切

にお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言を賜りました地域福祉活動計画

推進委員会の皆様をはじめ、関係団体・関係機関並びに市民の皆さまに、心から感謝と御

礼を申し上げます。 

 

令和８年３月     越谷市社会福祉協議会 会長 鈴木 俊昭 
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 （中表紙） 
 
 

第１章 計画の概要 
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１ 計画策定の主旨 

１）地域福祉とは 

毎日の暮らしの中で、私たち一人ひとりは様々な不安やストレスを抱えて暮らして

いますが、身近な人とのつながりや支え合いにより、自分らしくいきいきと暮らすこ

とができています。 

このように人と人とが「つながり」「支え合う」ことが、地域福祉の考え方です。

地域福祉では、一人ひとりがその人らしく日常生活を送れるよう、市、地域住民、事

業者などあらゆる人、団体が協力して「生活しやすい地域社会づくり」を進めること

が必要です。 

これまでは、「福祉は、一部の困っている人を助け、支えること」と考えられてき

ましたが、少子高齢化や核家族化などにより生活形態が多様化する中、誰もが支える

立場や支えてもらう立場のどちらにもなり得る時代となっています。 

そして、互いに支え合い、それぞれの問題を解決するため、地域福祉の推進に向け

て地域住民等の福祉活動を支援する具体的な内容を定める計画が、「地域福祉活動計

画」です。 

 

２）越谷市の地域福祉活動計画の経緯 

本市では、平成１２年より越谷市地域福祉計画・越谷市地域福祉活動計画を策定し、「越

谷市福祉憲章」の理念のもと、市民と行政との協働による福祉のまちづくりを進めてきま

した。  

令和３年度には、「第３次越谷市地域福祉活動計画」（以下「第３次活動計画」という。）を

策定し、「みんなが参画し ともに築く 福祉のまちをめざして」を基本理念とし、様々な地

域課題への取り組みを進めてきましたが、第３次活動計画が令和７年度で終了することか

ら、令和８年度を始期とする「第４次越谷市地域福祉活動計画」の策定を行いました。 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

   

越谷市社会福祉協議会（「社会」の『社』と「協議会」の『協』

をとって『社協』と言います。）は、地域の方々やボランティア

活動推進者、福祉や保健・医療、教育などの関係者、各種団体・

行政機関等に参画いただき、「みんなが参画し、ともに築く、福

祉のまち」を目指し、推進する住民主体の福祉団体です。 

 越谷市社協マスコット 

「ハートん」 
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２ 計画策定の背景 

１）地域福祉の現状 

少子高齢化に伴う人口減少が進み、核家族化やライフスタイルの多様化など、生活

のあり方が変化し、身近な生活課題に対する地域や家族同士での助け合いなど、地域

のつながりが希薄になってきています。 

そうした中で、複雑・複合化した生活課題を抱える方も増えており、虐待や貧困、

ひきこもり、いわゆる「８０５０問題」やダブルケア、ヤングケアラーなど、世代や

対象等、従来の制度の枠を超えた包括的な支援が必要とされています。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策により、一時的に社会活動や

経済活動の自粛を余儀なくされ、人との交流機会が減少した一方で、新しい生活様式

として広がったオンラインツールを活用した交流など新しい形のつながりも生まれま

した。 

年齢や障がい等の有無に関わらず、地域に暮らす誰もが、自分らしく安心して暮ら

していくことができる地域をつくるために、住民や行政、社会福祉関係団体等、皆で

協力して地域づくりをしていくための体制づくりが必要とされています。 

 

２）国の動向  

国は、複合的な生活課題の問題や、これまでの福祉制度や支援サービスだけでは解

決が難しい、「制度の狭間」の問題を解決していくため、「『地域共生社会』の実現」

を目指した新たな取り組みを進めています。地域共生社会とは、制度・分野ごとの

「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主

体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひと

りの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会のことです。 

地域共生社会の実現に向けた具体的な事業として、令和３年度に既存の相談支援等

の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑・複合化した支援ニーズに対応する包括的

な支援体制の整備を行うための「重層的支援体制整備事業」が創設されました。 

また、令和５年度には、認知症の人が尊厳を保持し、希望を持って暮らせる社会を

実現するための法律である「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立

したほか、地域で安心して自立した生活を送れるよう、社会のあらゆる分野において

孤独・孤立対策の推進を図ることが規定された「孤独・孤立対策推進法」が成立しま

した。 
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３ 計画の位置づけ 

１）計画の位置づけ 

社会福祉法第４条では、地域福祉の推進について「地域住民が相互に人格と個性

を尊重し合いながら、参加・共生する地域社会の実現を目指す」としており、地域

住民の主体性を原則としています。 

また、地域住民、社会福祉事業の経営者、社会福祉の活動者の３者が相互に協力

して地域福祉を推進することとしています。 

地域福祉の推進は、地域福祉の関係者がそれぞれの役割を果たしながら、連携・

協働することにより初めて可能となることから、「住民一人ひとりの主体的な活動

（自助）」「近所の助け合いやボランティア活動等による住民同士の支え合い（互

助）」「介護保険などの制度化された相互扶助による助け合い（共助）」「行政の責任

による公的支援（公助）」の役割を果たすことにより、日常生活の課題を解決してい

こうとする取り組みです。 

 

地域福祉活動計画の策定においては、厚生労働省の「地域での計画的な包括的支

援体制づくり」に関する調査研究事業の一環として全国社会福祉協議会より「地域

福祉計画の策定・改定ガイドブック」が示され、社会福祉協議会が中心となって策

定している地域福祉活動計画は、住民等の福祉活動計画として地域福祉の推進を目

指すものであることから、地域福祉計画と一体的に策定をすすめたうえで、その内

容を一部共有するほか、地域福祉計画の実現を支援するための施策を盛り込むな

ど、相互に連携を図ることが求められると位置づけられています。 

 

２）地域福祉活動計画と地域福祉計画の関係性 

地域福祉活動計画は、社会福祉協議会が策定する計画で、越谷市に暮らす人たち一

人ひとりが、地域社会を担う一員として、自分の地域について考え、みんなで「福祉

のまちづくり」を進めていくための計画です。 

 

市町村が策定する「地域福祉計画」は、行政による福祉サービスのさらなる充実

と、住民主体による相互扶助の取り組みを計画化するものです。 

これに対し「地域福祉活動計画」は、地域福祉を推進する団体として社会福祉法に

位置づけられた「社会福祉協議会」が、地域福祉の推進に向け、ふれあいサロンなど

の、地域住民等による福祉活動を支援する様々な取り組みを計画化するものです。 

この２つの計画は、「地域福祉の推進」という同一の目的で策定する計画であるこ

とから、両計画を共通の理念や施策方針の基に策定し、相互に補完しながら推進する

ことが望ましいとされています。 
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（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

３）社会福祉協議会とは 

社会福祉協議会とは、社会福祉法第１０９条・１１０条に基づき、民間の社会福祉

活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。 

社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆さまのほ

か、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・

医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心し

て生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現を目指したさまざまな活動を行

っています。 

 

 

   

越谷市社会福祉協議会 

第４次 
越谷市地域福祉活動計画 

越谷市役所 

第４次 
越谷市地域福祉計画 

地域課題・地域福祉推進の 

方向性の共有 

連携・補完 

 
地域福祉活動等の 

具体的な取り組みを示す

福祉の総合計画として 

理念や仕組みを示す 
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４ 計画の期間 
第４次活動計画の計画期間は、第５次総合振興計画・後期基本計画と合わせ、令和

８年度（２０２６年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの５年間とします。 

なお、計画期間において、社会状況の変化や国、県の動向等を踏まえ、必要に応じ

て見直しを行うこととします。 

 

 

５ 計画の策定体制 
第４次活動計画は、以下のプロセス及び体制により、策定を進めました。 

１）市民意見聴取の実施 

住民参加のもと策定を進めることが重要とされており、広く市民等の意見を把握し

計画に反映するため、様々な意見聴取を行いました。 

 

①市民・団体アンケート調査（令和６年度） 

地域福祉に対する意識や地域での活動状況・生活課題などを把握し、計画策定の

基礎資料とするため、市民・団体等を対象としたアンケート調査を実施しました。 

 

②団体・学生ヒアリング（令和６年度） 

市民・団体アンケートの内容を補完するため、地域福祉に関わる団体や大学生等

に対するヒアリングを実施しました。 

 

③パブリックコメント（令和７年度） 

市民の意見を反映させるために、令和７年１１月５日～１２月５日の期間におい

て、計画素案についてパブリックコメントを実施しました。 

 

２）地域福祉活動計画推進委員会 

本計画を策定するにあたり、幅広い分野からの意見を踏まえ、地域福祉施策の推進

に係る検討を行うために、住民組織の代表者、ボランティア、ＮＰＯ関係者等で構成

する「越谷市地域福祉活動計画推進委員会」において、審議を３回行いました。 

 

３）社会福祉協議会内の検討組織（検討委員会・作業部会） 

本計画の策定のため、社会福祉協議会内の組織として管理職等で構成する「越谷市

地域福祉活動計画検討委員会」を設置しました。また、主任職以上の役職者等で構成

する作業部会を設置し、各３回開催し、計画づくりに取り組みました。 
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第２章 地域福祉を取り巻く

現状と課題 

 

 

 

 

 

 

   

※グラフの割合の端数調整を行っているため、各割

合の合計が 100％とならない場合があります。 
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１ 第３次活動計画の取り組みと成果 

作業部会での検討結果を基に第３次活動計画の取り組みと成果を整理しました。 

 

               

・月１回老人福祉センター各館で、ボランティア相談を

開始し、ボランティア相談窓口の充実を進めた。 

・「スマートフォンマイスター養成講座」や「点字講

座」、「傾聴講座」等のボランティア専門講座を通じた

新たな人財発掘を行った。また、各講座修了者が地域

のスマホ相談会やボランティアグループで活動できる

ようコーディネートを行った。 

 

※⼈は財産であるという考え⽅に基づき、「⼈財」という表記を使⽤しています 

                            

・様々な社会課題に対応したサロン活動が始まるなど、ふれ

あいサロンが少しずつ増加している。 

・しらこばとマルシェでこばと館の利用者が運営ボランティ

アとして活躍するなど、支え手・受け手という関係を超え

た活動が徐々に広がっている。 

・障がい者の居場所づくりの提供、土日の余暇支援の充実 

・ふれあいサロンやオレンジカフェに参加し、情報提供や、

地域住民のニーズ把握に努めている。 
 

 

・地域課題について協議する場「地域支え合い会議」が全

地区で立ち上がり、会議やイベントを通して多様な主体

との連携ができた。 

・地域活動団体の支援を通じて、こども食堂、学習支援団

体等ともつながりを強めることができた。 

  

地域で活動・活躍する人財※の育成 

地域づくり（地域での交流や見守り・支え合い） 

地域の中での連携、生活課題の解決 

ボランティア相談 

ふれあいサロンの様子 

地域支え合い会議の様子 
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・社会福祉協議会全体で総合福祉相談を実施している。                  

・重層的な支援体制を整備し、複雑・複合化した相談にも

円滑に対応できる体制づくりに取り組んでいる。 

 
 

 

・老人福祉センター４館で、定期的に教室を開催している。 

・健康増進事業として、老人福祉センター４館でラウンドフ

ィットネスを開始した。 

・老人福祉センター４館で、教養講座として市内通信会社と

協力し、スマホ講座を実施した。また、ボランティアセン

ターと連携し、スマートフォンマイスターによるスマホ相

談会を実施した。さらに全館Ｗｉ－Ｆｉ設備を設置し、デ

ジタル格差の解消に対応した。 

・蓄電池等の災害対策用備品の購入や災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を実

施し、災害ボランティアセンターの整備に取り組んだ。また、令和５年梅雨前線

による大雨及び台風第２号による災害時には、災害ボランティアセンターを開設

し、被災者の支援に取り組んだ。 

・市内各地区の防災訓練へ参加し、災害ボランティアセンターの周知を行った。 

 

 

 

・地域福祉コーディネーター※を配置した。 

・ホームページのリニューアルに着手した。 

・重層的支援体制整備事業を開始したことによって分野横断型支援強化の機運が高

まり、アウトリーチや参加支援を通してより一層積極的な関わりを持つことがで

きるようになっている。 

・「しらこばとマルシェ」でのこばと館とボランティアセンターの連携をはじめ、社

協内の各部署のイベントや事業でも、部署を超えた連携・協働の機会が生まれて

いる。 

・こばと館で開催したこころのアート展では、ボランティアセンターとの連携等を

通じ、各部署の取り組みにおける横断的な連携・協働が定着しつつある。 

 

※住⺠等からの相談を受け、地域の中へ⼊り、地域の⼈々や関係機関と協⼒して課題を明らかにし、
解決に向けた⽀援をする福祉の専門職 

相談支援・包括的な支援体制 

健康的で安全・安心な地域生活の支援 

越谷市社会福祉協議会として取り組んでいること 

老人福祉センターに設置してある

ラウンドフィットネス 
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２ 統計でみる越谷市の状況 

１）人口・世帯の状況           

本市では令和３年以降人口が減少しており、令和７年１月１日には３４２，３２７

人となっています。年齢階層別にみると１５歳未満の人口が減少しており、令和３年

から令和７年にかけて３，６４２人減少しています。一方、世帯数は増加傾向にあ

り、１世帯あたりの人員は令和７年１月１日時点で２．１人となっています。 

将来人口推計をみると、６５歳未満の人口は減少しているのに対し、６５歳以上人

口は増加しています。高齢化率は令和８年では２５．７％であるのに対し、令和１７

年になると２８．２％にまで増加し、少子高齢化が進んでいくことが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

資料：越谷市統計年報(各年1月1日現在) 

資料：令和７年度越谷市将来人口推計（各年4月1日現在） 

143,818 156,453 158,751 159,682 160,965 162,337 163,376

2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成27年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（人）（世帯） 【世帯数の推移】

世帯数 １世帯当たり人員

44,964 44,311 43,926 43,304 42,305 41,328 40,284

211,759 214,013 214,267 213,981 213,863 213,824 214,151

77,013 86,204 87,289 87,762 87,698 87,910 87,892

333,736 344,528 345,482 345,047 343,866 343,062 342,327

0

100,000

200,000

300,000

400,000

平成27年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（人） 【年齢３区分別人口の推移】

0歳～14歳 15歳～64歳 65歳～

39,101 38,337 37,491 36,746 35,863 35,016 34,195 33,409 32,721 32,234

214,027 213,696 213,034 212,112 210,851 209,502 208,287 206,215 203,726 201,028

87,725 87,537 87,634 87,753 88,220 88,621 88,754 89,607 90,698 91,720

340,853 339,570 338,159 336,611 334,934 333,139 331,236 329,231 327,145 324,982

0

100,000

200,000

300,000

400,000

令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年 令和13年 令和14年 令和15年 令和16年 令和17年

（人） 【年齢３区分別の将来人口推計】

0歳～14歳 15歳～64歳 65歳～
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２）合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率は、令和２年をピークに減少しています。令和５年の本市の合計特

殊出生率は、１．０８で、埼玉県１．１４、全国１．２０を下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）外国籍市民の推移 

外国籍市民の人数は、令和７年には前年から９５７人増と、４年間で最も増加して

います。 

 

 

 

 

 

４）要介護（要支援）認定者数と６５歳以上人口の推移 

令和２年から令和６年にかけて、要介護認定者数は約２，８００人増加してい 

ます。特に要介護２と要介護３の伸び率が顕著です。６５歳以上人口については、 

令和３年に７５歳以上人口の割合が、７５歳未満の人口の割合を超えています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：埼玉県 HP「合計特殊出生率の年次推移（保健所・市区町村別）」※年齢は出産時の母の年齢 

資料：越谷市統計年報 （各年 1 月 1 日現在） 

資料：越谷市高齢介護部介護保険課（各年 3 月末現在）  

2,098 2,274 2,437 2,521 2,565

1,755 1,806 1,811 1,887 2,098

3,429 3,647 3,716 3,882 4,109

2,173 2,188 2,258 2,504
2,6761,636 1,633 1,731

1,862
2,034

1,502 1,629 1,765
1,733

1,729
1,048

1,086 1,221
1,258

1,239
13,641

14,263
14,939

15,647
16,450

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

【要介護（要支援）認定者数の推移】

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2

要介護3 要介護4 要介護5

（人）

資料：越谷市統計年報(各年 1 月 1 日現在) 

43,182 43,076 42,073 39,552 37,520 35,413

33,829 33,883 34,278 35,698 37,051 38,251

9,193 10,330 11,411 12,448 13,339 14,228

86,204 87,289 87,762 87,698 87,910 87,892

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（人） 【３階層別の６５歳以上人口の推移】

65歳以上75歳未満 75歳以上85歳未満 85歳以上

7,208 7,128 7,478 8,221 9,178

0

2,500

5,000

7,500

10,000

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（人）

0.12 0.10 0.08 0.07 0.06

0.84 0.83 0.78 0.72 0.66

0.33 0.29 0.31 0.29 0.28

1.29 1.22 1.16 1.08 1.01

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

15～24歳 25～34歳 35歳以上
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５）障害者手帳所持者数の推移 

（身体障害者手帳所持者及び療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数） 

障害者手帳所持者数は、令和３年から令和７年にかけて、１，７５０人増加して

います。身体障害者手帳所持者は令和５年以降減少していますが、療育手帳及び精

神障害者保健福祉手帳所持者数は増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

６）生活保護世帯の推移 

被保護世帯数は年々増加しており、令和３年から令和７年にかけて、約２００世

帯増加しています。世帯類型別にみると、高齢者世帯・障害者世帯・その他世帯が

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

9,315 9,466 9,553 9,223 9,183

2,267 2,483 2,593 2,712 2,788
3,192 3,499 3,838 4,165 4,553
14,774 15,448 15,984 16,100 16,524

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（人）

身体 知的 精神

資料：越谷市福祉部障害福祉課(各年 3 月末現在) 

資料：越谷市福祉部生活福祉課(各年 3 月末現在) ※保護停止中は除く 

1,775 1,822 1,824 1,885 1,916

151 145 147 131 126
443 480 485 496 514
444 424 403 389 387
579 579 634 651 654

0

1,000

2,000

3,000

4,000

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

【世帯類型別の推移】

高齢者世帯 母子世帯 障害者世帯 傷病者世帯 その他

（世帯）

資料：越谷市統計年報(各年 3 月末現在) 
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７）自治会加入世帯数と加入率の推移 

自治会加入世帯数及び加入率は減少しており、令和６年５月１日時点で、加入世

帯数は９３，７９７世帯、加入率は５７．７％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８）ボランティア登録団体数の推移 

越谷市社会福祉協議会が運営しているボランティアセンター登録団体数は令和５

年度以降増加しており、令和７年には７７団体が登録しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９）自殺者数の推移 

自殺者数は、令和５年から令和６年にかけて減少していますが、直近５年では横

ばいとなっています。 

 

 

 

   
資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（各年の期間：1 月 1 日～12 月 31 日） 

資料：越谷市市民協働部市民活動支援課（各年５月１日現在） 

97,903 97,140 96,272 95,205 93,797

62.4% 61.1% 60.2% 59.0% 57.7%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

0

40,000

80,000

120,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（世帯）

自治会加入世帯数 自治会加入率

資料：越谷市ボランティアセンター（各年 4 月 1 日現在） 

43 35 35 30 31

43
33 28 42 46

86

68 63
72 77

0

20

40

60

80

100

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（団体）

ボランティア連絡会グループ その他のグループ
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１０）越谷市の再犯率の推移 

再犯率は、令和２年以降減少していましたが、令和６年度には５６．１％と再び

増加しています。なお、再犯者数については、令和元年をピークに減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

１１）相談支援関連の件数の推移（各年の期間：４月１日～３月３１日） 

４年間で地域包括支援センター相談件数は約１．５倍、障がい者等基幹相談支援セ

ンター相談件数は約１．７倍、こどもの虐待相談受付件数は約１．６倍と増加してい

ます。失業などによる経済的な問題、家庭や健康上の問題などでお困りの方からの相

談を受ける自立相談支援の新規受付件数は、新型コロナウイルス感染症の拡大が始ま

った時期に大きく増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

資料：埼玉県 法務省提供データ（各年の期間：1 月 1 日～12 月 31 日） 

643 635 559 513 506 415
294341 350 313 279 259 211 165

53.0% 55.1% 56.0% 54.4% 51.2% 50.8%
56.1%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

0
100
200
300
400
500
600
700

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

刑法犯検挙総数 再犯者数 再犯率

資料：越谷市高齢介護部地域包括ケア課 

49,365
58,159

63,588
67,980

74,145

0

20,000

40,000

60,000

80,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

【地域包括支援センター相談件数】
（件）

資料：越谷市福祉部障害福祉課 

19,697
22,924 22,806 22,968

32,566

0

10,000

20,000

30,000

40,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（件）

【障がい者等基幹相談支援センター相談件数】
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１２）成年後見制度の状況 

成年後見制度利用者数は、令和４年の４０４人以降減少しています。成年後見セン

ターへの相談件数は、令和２年から令和４年にかけて急増しましたが、令和５年に減

少し、令和６年では再度増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

2,038

1,070

503 484 605

0

1,000

2,000

3,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（件）
【自立相談支援新規相談受付件数】

資料：越谷市こども家庭部こども家庭センター 資料：越谷市福祉部生活福祉課 

2,009
2,318

2,077 2,098 1,980

386 417 501
699 611

0

1,000

2,000

3,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

家庭児童相談室相談件数 虐待相談受付件数

（件）【家庭児童相談室相談・虐待相談受付件数】

362
390 404 393

369

0

100

200

300

400

500

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（人）

【成年後見制度利用者数の推移】

1,077

1,369

1,786

1,414
1,503

0

500

1,000

1,500

2,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

（件）

【成年後見センターへの相談件数の推移】

資料：さいたま家庭裁判所 

（各年の期間：1 月 1 日～12 月 31 日） 資料：越谷市成年後見センター 

    （各年の期間：4 月 1 日～3 月 31 日） 
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１３）ケアラーの状況 

令和５年度に実施したケアラー・ヤングケアラー実態調査によると、小学生では

約６％、中学生では約２％がヤングケアラーに「あてはまる」と回答しています。

ケアラーの年齢内訳では、６０代以上が約６０％と過半数を占めており、特に７０

代が３６％と最も多い結果となりました。 

 

■ ヤングケアラーにあてはまる割合 

 

 

 

■ ケアラーの年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5.6%
2.2%

0% 5% 10%

小学生 (ｎ＝6,739）
中学生 (ｎ＝6,636）

3.9%

9.9% 25.6% 24.2% 36.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年齢

30代以下 40代 50代 60代 70代以上

資料：令和５年度ケアラー・ヤングケアラー実態調査結果【ケアラー編】 

※本グラフは無回答・回答不備を除いて集計しているため、割合の合計が 

１００％と一致しません。 
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pp 

３ 作業部会・検討委員会の検討結果 
越谷市地域福祉活動計画検討委員会・作業部会では、第３次活動計画の振り返り及

び第４次活動計画の検討において、以下のような意見が出されました。 
 

○ 地域で活動・活躍する人財の育成 

・コロナ禍を経て生じた、自治会活動をはじめとする地域活動の変容や、多様化

する相談のニーズに機動的に応えるため、窓口体制の一層の強化が求められて

いる。 

 

○ 地域づくり（地域での交流や見守り・支え合い） 

・活動場所や活動継続のためのサポート、活動する人が参加しやすい工夫（活動

内容、安全安心に活動できる環境づくりなど）が求められている。 

 

○ 地域の中での連携、生活課題の解決 

・地域支え合い会議の全地区での立ち上げや、こども食堂や学習支援団体とのつ

ながりの強化を実現できた。 

・今後はさらに、地域支え合い会議がより地域主体で運営されていくための、機

運の醸成や取り組みが必要になる。 

 

○ 相談支援・包括的な支援体制 

・相談支援を必要としている人ほど、相談に至りにくい状況を抱えている可能性

が高いことから、周囲の人が気づけるような関係づくりや、必要になったとき

に気軽に生活上の相談ができる窓口を日頃から知る機会を増やす必要がある。 

 

○ 健康的で安全・安心な地域生活の支援 
 
・健康増進事業での定期的な教室の開催や災害ボランティアセンターの整備な

ど、暮らしの健康や安全の維持・向上に関わる取り組みを進めることができ

た。 

・今後は、日頃からのつながりを活かした防犯・防災対策ができるような地域づ

くりに取り組んでいく必要がある。 

 
○ 社会福祉協議会として取り組むべきこと 

 
・今後はさらに、社協内外の連携を強化していく必要がある。 

・第４次活動計画で目指す目標・取り組みを踏まえ、社協の組織体制を見直せる

とよい。 

・安定した経営と健全財政についても、引き続き取り組んでいく必要がある。 
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４ 現状から見えてきた課題 
第４次地域福祉活動計画を策定するにあたり、計画の基礎資料として、市民や福祉

関係団体、事業者の方々の意見を把握することを目的として下記調査を実施し、アン

ケート結果及びヒアリング結果で出された意見・アイデアと、越谷市地域福祉活動計

画作業部会・検討委員会で検討された第３次活動計画の振り返り及び第４次活動計画

の検討を踏まえ、課題の整理を行いました。 

 

ア
ン
ケ
ー
ト 

市民アンケート調査 地域福祉に対する意識や地域での活動状況・生活課題などを把

握し、計画策定の基礎資料とするため、市民・団体を対象とし

たアンケート調査を実施しました。 団体アンケート調査 

ヒ
ア
リ
ン
グ 

団体ヒアリング 
アンケート調査を補完するため、地域福祉に関わる団体や大学

生に対するヒアリングを実施しました。 
学生ヒアリング 

 

１）地域住民の見守り・支え合いや、地域活動に関して 

地域に関わる人財を育み、活躍をサポートする取り組みが重要 

地域の中で、近所付き合いがない理由の

多くが、知り合う機会やきっかけの不足

となっています。 

活動者のニーズへの対応や、活動の場所

や人財の育成、活動しやすさの工夫につ

いて、さらなる取り組みが必要です。 

▶ 

若年期からの福祉に対する理

解を深める機会の充実、活動

への参加のきっかけづくりが

重要となっています。 

地域活動団体の活動ＰＲや、活動のための情報共有が課題 

地域活動団体からは、地域の担い手育成

が喫緊の課題として挙げられています。 

また、社会福祉協議会や市役所に期待す

る地域活動団体への支援としては、「団

体や活動に関する周知・ＰＲ」、「活動上

必要な情報の提供」に関するニーズが高

くなっています。 

▶ 

信頼性の高い媒体からの活動

情報の発信や、福祉関係団体

が必要とする情報の提供や共

有の充実が期待されていま

す。 
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主なアンケート調査結果 

「ご近所の方とのお付き合いをどの程度していますか」という質問に対し、近所と

の付き合いは、「ほとんど付き合いはない」と回答した方が９．１％となり、前回調

査の７．３％より増加しています。 

付き合いがない理由として、「日中、仕事などで家にいないので知り合う機会がない」

が３７．９％と最も多く、次いで「付き合いをはじめるきっかけがない」が１６．４％

となっています。 

 

 

 

主なヒアリング結果 

地域の支え合い、担い手の育成 

・住民主体の活動を心がけている。活動に協力してくれる人を、（地域活動団体

の中で集めるだけではなく）公募すると（思いのほか）集まる。 

・活動に若い世代の人が参加していない。（次世代の担い手として）若手の人の

参加を確保するとともに、彼らが活動しやすくなるような改善も必要だと思

う。 

 

地域での活動に参加するきっかけや動機づけ 

・大学からの情報（掲示板、先生からの紹介）や、友人からの誘いがきっかけ。 

・自分たちの専攻分野に関する活動や、好きなことや興味のある活動だと、自分

自身の経験にもなるので、参加したくなる。 

・活動に参加する際に昼食や交通費が出るなど、何かしら有償であると、お金の

面だけでなく、気持ちの面でも嬉しいし、参加しやすくなる。   

【ご近所とのお付き合いの程度】 【付き合いがない理由】 
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２）多様な生活課題への対応や地域内での連携に関して 

 

支援が必要な人の把握や、孤独・孤立の防止が課題 

日常生活の中で孤独や孤立を感じる人

は少なくありません。特に、高齢であ

る場合や独居、心身の重大な不調など

の状況では、その傾向が強まります。 

また、地域には、独居で不安を抱える

人、周囲との関わりが希薄な人、介護

や虐待などの問題を抱える人も存在し

ます。 

▶ 

地域の中で周囲の人や関係者

が困りごとやＳＯＳに気がつ

くなどのつながりの輪や、ア

ウトリーチ型の支援、身近な

地域で相談を受けた人や組織

がその先の支援などにつなげ

られることが重要です。 

 

必要なときに必要な情報・相談・支援が活用できるための体制が必要 

地域の中で、様々な生活上の問題や不

安・悩みを抱える人がいる一方で、問

題を抱えても相談につながらない場合

も少なくありません。 

▶ 

必要な情報の提供や、声を挙

げられない人のための権利擁

護、多様な生活課題への対応

等の一連の取り組みがそれぞ

れ重要となります。 

身近な地域における連携・協働強化が重要 

地域活動団体が今後、連携・協働関係

を深めたい団体や組織は、社会福祉協

議会、介護・福祉施設や医療機関、企

業のような民間組織や、大学などの教

育機関を含む幅広い団体や組織が挙が

っています。 

▶ 

現在の連携・協働のつながり

を活かしながらも、さらに地

域の中で幅広い団体や組織な

ど多様な担い手が必要なとき

に互いに連携・協働できるよ

うな取り組みが求められてい

ます。 
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主なアンケート調査結果 

「普段の生活の中で、孤独や孤立を感じることはありますか」という質問に対し、

「たまにある」と感じる人が１７．８％（国は１９．６％）、「常にある」と感じる人

が３．５％（国は４．３％）となり、合わせて約５人に１人（２１．３％）が、たま

にまたは常に孤独や孤立を感じている結果となっています。年代別でみると、「たま

にある」と「常にある」の合計の割合が最も高いのは８０歳以上でした。 

孤独や孤立を感じる要因は、「一人暮らし」が２６．７％と最も多く、次いで「心

身の重大なトラブル（病気・怪我等）」が２３．０％となっています。 

 

 

主なヒアリング結果 

身近な地域での相談、支援が必要な人の把握 

・これまでに受けた相談として、家庭内の介護や単身者の生活上の困りごと、貧

困で生活に困窮していることなどがある。 

・様々な課題の相談を受けるため、（相談を受ける側が）それぞれの課題にあっ

た支援等につなぐ先がわかるとよい。 

・活動するうえでは、情報がないとそもそも動く（解決や対応に向けた行動を起

こす）ことができないため、（情報を）提供してほしい。 

 

地域内での孤独・孤立 

・被支援者には、干渉されたくない、地域とのつながりを面倒に感じる、などの

傾向が一部ある印象である。また親子で（相互に）依存関係になっている場合

もある。 

・ひきこもり支援を行うには、長い時間をかけた付き合いと気合いが必要にな

る。行政主導で行うよりも、孤独・孤立やひきこもりに対する支援を行ってい

る団体を（行政として）支援する方がよいのではないか。  

全くない

33.1%

ほとんどない

35.9%

たまにある

17.8%

常にある

3.5%

どちらともいえない

7.5%
無回答

2.3%

（ｎ=1,271）

26.7%

23.0%

21.1%

18.1%

13.7%

10.4%

5.9%

3.7%

9.3%

18.1%

1.9%

0% 20% 40%

一人暮らし

心身の重大なトラブル（病気・怪我等）

家族の病気・障がい

家族との死別

生活困窮・貧困

人間関係による重大なトラブル

転校・転職・離職・退職（失業を除く）

失業・休職・退学・休学

その他

特に影響を与えたと思われる出来事はない

無回答（ｎ= ）270

【普段の生活の中で、孤独や孤立を感じることがあるか】 【孤独や孤立を感じる要因】 
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３）住み慣れた地域での生活や暮らしやすさなどに関して 

 

暮らしや福祉に関わる情報の発信強化が重要 

悩みや不安、困りごとを解決するた

めの行政情報やお知らせは、信頼性

の高い媒体（市の広報やホームペー

ジなど）からの発信が重視されてい

ます。 

▶ 

身近に相談できる場所や機会

の充実、地域活動の活性化や

居場所づくりなどの取り組み

に加えて、それらの情報を、

信頼性の高い媒体で、気軽に

入手できるような情報発信が

期待されています。 
 

災害等の緊急時に助け合える、安心して生活できる地域づくりが必要 

市内の高齢化が進む中で、災害や急

病等、いざというときに助け合える

地域が望まれています。一方で、「有

事の際に、誰かを頼ったり助けを求

めたりすることができない」という

回答もみられます。 

▶ 

災害等の緊急時にも助け合え

る地域づくりを目指して、平

時から住民同士のつながりづ

くりの機会を充実させていく

ことが重要となっています。 

 

社会福祉協議会の地域活動団体との連携や組織体制の強化が重要 

地域で活動する団体の多くが、現在

「連携・協力関係がある組織・団

体」、また「今後連携・協力関係を深

めたい団体や組織」として、社会福

祉協議会を挙げています。 

複雑・複合化する相談や、「制度の狭

間」にある課題等に対応する体制を

一層充実させるためには、組織体制

の強化を含めた検討が必要です。 

▶ 

地域福祉活動や地域内のつな

がりづくり、相談支援等に一

層取り組んでいくため、社会

福祉協議会内外での連携強化

及び組織体制の強化に取り組

む必要があります。 
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主なアンケート調査結果 

悩みや不安、困りごとを解決するための行政情報やお知らせを知るために希望する

媒体や手段について、「越谷市公式ホームページ」が３５．０％と最も多く、次いで

「市の広報」が３４．４％となっています。 

「有事の際に誰かを頼ったり、助けを求めたりすることができるか」という質問に

対し、「求めることができない」と回答したのが６．２％、「わからない」と回答した

のが１５．８％でした。 

 

 

主なヒアリング結果 

福祉活動に関する認知度や情報発信 

・自分たちの活動が口コミでしか知られない現状がある。市と連携してＰＲでき

れば、活動に関する情報を必要な人に届けやすくなるのではないか。 

・ＳＮＳを活用してはどうか。自治会内でも活用して情報共有を行っている。 

 

防災・防犯 

・地元の防災組織で、（平時からの）高齢者の見回りを行っている。 

・個別避難計画の周知と地域内の連携を推進する必要がある。 

 

生活しやすい環境づくり、居住支援や就労支援 

・町内に買い物ができるスーパーがないので、買い物難民が増えている。 

・年金生活の高齢者は、孤独死（の可能性から賃貸を躊躇する）や、収入面から

保証会社の審査が通りにくいことに加え、身体的要因から物件に（トイレや建

物の階数などの）制限があるなど、入居までの支援に苦慮する。 

・就労支援では、仕事自体があっても、当事者と仕事とのマッチングが難しい。   

【行政からの情報・お知らせで希望する媒体】 【有事の際に誰かを頼ったり、助けを求めたりできるか】 
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第３章 計画の考え方 
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１ 地域福祉の推進に向けた視点 
第４次活動計画については、以下の考え方を基本に策定を行いました。 

１）自助、互助、共助、公助による地域福祉の推進 

地域福祉の推進は、地域住民や事業者、ボランティアといった地域福祉の関係者

がそれぞれの役割を果たしながら、連携・協働することにより初めて可能となりま

す。 

そのため「住民一人ひとりの主体的な活動（自助）」「近所の助け合いやボランテ

ィア活動等による住民同士の支え合い（互助）」「介護保険等の制度化された相互扶

助による助け合い（共助）」「行政が担う公的支援（公助）」のそれぞれが連携し、日

常生活の課題解決に向けて行動することが重要です。 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

２）市民と企業・団体、社会福祉協議会、行政等の役割分担や連携による地域福祉の実現 

地域福祉の推進に向けては、「行政による福祉サービス」と「住民相互の助け合

い、支え合い活動」を平行して進めていくことが必要です。 

地域の関係機関・団体、企業や大学等との協働による取り組みを推進することが

重要となることから、関係者の役割分担や連携による実現を目指します。 
 

３）ＳＤＧｓの実現 

全国社会福祉協議会が策定した「全社協福祉ビジョン２０２５」では、「ともに生

きる豊かな地域社会」を掲げており、「全社協福祉ビジョン２０２０」において、国

が示した「地域共生社会」及び国連が定めた目標である「誰一人取り残さない持続可

能で多様性と包摂性のある社会」（持続可能な開発目標／ＳＤＧｓ）の考え方を包含

した概念として初めて提唱したものです。 

第４次活動計画においても、「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの基本理念の

下、市民の暮らし全般に関わる地域生活課題に、分野横断的に取り組んでいきます。   
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２ 計画の目指す姿 

１）基本理念 

越谷市社会福祉協議会では、平成１２年３月に「第１次越谷市地域福祉活動計

画」を策定し、さらに「第２次越谷市地域福祉活動計画」・「第３次越谷市地域福祉

活動計画」においては、越谷市が「第２次地域福祉計画」・「第３次地域福祉計画」

の策定時に、共通の地域課題に基づく計画とするため、市民・地域・団体、行政等

と連携を図り、協働で計画を策定してきました。 

この際、平成１１年９月１５日に制定した越谷市福祉憲章を踏まえ、地域福祉推

進の基本理念として「すべての市民が生涯にわたり、すこやかに、いきいきと、人

間らしく、安心して暮らすことができる福祉のまちを実現する」を掲げました。 

 

第４次活動計画においても、これまでの基本理念を継承しつつ、越谷市福祉憲章

の各項目に共有して使用する「ともに」を基本理念に取り入れることを継承し、皆

でともに創りあげる地域共生社会の主旨が強調される表現としました。 

また、第４次越谷市地域福祉計画の基本理念との整合性を図り、本計画における

計画の目指す姿を以下のように掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

みんなが参画し ともに築く 福祉のまちをめざして 
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３ 基本目標 

１）基本目標 

基本理念の実現に向けて、本市における地域福祉の課題（１８ページ参照）を踏

まえ、次の３つの基本目標を掲げます。 

(基本目標は、第４次越谷市地域福祉計画と同一とし、一体的な計画とします) 
 

【基本目標１】多様な主体による参画と協働による地域課題の発見・解決を推進します 

第４次活動計画では、第３次活動計画（市民の主体的参画）の表現から、企業な

どの多様な主体も含めた「多様な主体による参画」とし、さらに、相互に役割を持

ち、「支え手」「受け手」という関係を超えて支え合う取り組みを育む地域の実現を

目指します。 

【基本目標２】適切な支援につなぎ課題を解決するための包括的な支援体制を強化します 

第４次活動計画では、第３次活動計画（適切な支援を受けられる）からさらに発

展させ、「適切な支援につなぎ課題を解決する」とし、多様な課題に対応できる支援

体制の強化を目指します。 

【基本目標３】誰もが安全・安心に暮らせる人にやさしい地域をつくります 

第４次活動計画では、第３次活動計画（安全・安心に暮らせる地域）からさらに

充実させ、福祉サービスの質向上をはじめ、ソフト・ハードを含めたあらゆる面か

らの「人にやさしい」地域づくりを実現する内容とします。 

２）計画に盛り込むべき事項と基本目標との対応 

社会福祉法第１０７条第１項では、各号に掲げる５つの事項を一体的に定めるよ

う努めることとされており、各基本目標との対応は下図のとおりとなります。 
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４ 地域福祉の基本的な圏域 
地域福祉の取り組みを進めていくにあたっては、市民に身近な隣近所や自治会等

の活動から、越谷市全体の活動まで、取り組み内容によって、その対象となる適切

な範囲が異なってくることから、重層的な地域づくりが求められます。 

そこで、本市では次の３つの階層を基本的な単位として、地域福祉を推進してい

きます。 

第１層は、越谷市全体です。市内における多機関の連携・協働や、庁内における

分野横断型の連携等の取り組みを通じ、地域福祉課題を解決します。 

第２層は、本市の地域福祉の基本的な圏域である１３地区（コミュニティ区域）

です。身近な場所で相談を受け止め、相談内容に応じて各相談機関が適切な対応を

行います。また、そこで解決が困難な場合は、必要に応じてさらなる支援につなげ

ます。 

第３層は、身近な隣近所・自治会等です。日頃の何気ない見守りや支え合いのあ

る関係づくりを進め、身近な人のＳＯＳを早期発見し、解決につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第1層 越谷市全体

第２層 １３地区
（コミュニティ区域・公民館区）

第３層 身近な隣近所・自治会など

日頃のさりげない見守りや支え合いにより、
地域のＳОＳを早期発見・解決します

（例）日常生活におけるちょっとした困りごとなど

身近な場所で相談を受け止め、それぞれの相談機関が
適切な対応を行います

必要に応じて、さらなる支援につなげます
（例）１３圏域ごとの相談支援機関における専門的な支援など

地域福祉課題を多機関の連携・協働・分野横断型の連携により解決します
（例）市全域を対象とした専門的・広域的な相談対応・総合的な支援など
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５ 計画の体系  

第４次活動計画は、前項で定めた３つの基本目標を実現するために、６つの基本

方針、２０の施策を定め、それらに関連する事業を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

31 
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第４章 施策の展開 
   

※グラフの割合の端数調整を行っているため、各割

合の合計が 100％とならない場合があります。 
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基本目標１ 多様な主体による参画と協働による地域課題の発見・解決を推進します  

基本方針１-１ 

  

 

※人は財産であるという考え方に基づき、「人財」という表記を使用しています 

 

○ 世代や属性に関わらず互いに尊重し合い、住民や地域組織、企業等の多様な主体が、

地域に関心を持ち、地域福祉や人権尊重に関する理解を深め、地域やボランティアに

関わることのできる機会を増やします。 

○ 一人ひとりが得意なことや好きなこと等を活かし、交流や支え合いにつながるような

地域づくりを推進します。 

 

現状・これまでの主な取り組み 

○ 老人福祉センター４館でのボランティア相談をはじめ、ボランティア相談

窓口の充実が進んでいます。 

○ こばと館で開催したこころのアート展において、こばと館とボランティア

センターが連携して事業を実施したことをはじめ、各部署のイベントや事業

でも、部署を超えた連携・協働の機会が生まれています。 

課題 

◆ 福祉や地域活動に関する意識啓発、身近な存在として知る機会が重要です。 

・アンケートの結果をみると、地域での活動は、前回調査と比較し、自治会等

の行事で活動する人の割合が増加している反面、福祉関係の活動の割合は減

少しています。また、特に何も行っていない人も４１．５％と多く、より多

くの人が福祉活動の大切さや面白さを知る機会が重要となっています。 

 

  

目指す姿 

41.4%

12.3%

2.4%

13.3%

5.2%

2.4%

41.5%

2.9%

40.9%

15.1%

10.1%

9.2%

3.1%

1.3%

44.0%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自治会等の行事

学校等の行事

福祉施設等での活動

趣味やスポーツのサークルでの活動

地区センター・公民館や交流館等の市の施設での講習

その他

特に何も行っていない

無回答

【地域でどのような活動に参加しているか】(市民アンケート）

令和６年調査（ｎ=1,271) 令和元年調査（ｎ=1,341）
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◆ ボランティア活動のさらなる周知と、参加しやすい環境づくりが必要です。 

・アンケートの結果をみると、ボランティア活動への参加経験は前回調査と比

較して４．５％増加しましたが、「今までに活動したことはない」方は、全

体の７５％を占めています。 

 

 

 

 

 *前回調査、「現在活動している」に、「現在活動しているが、その他に、以前活動していて

今はやめた活動もある」を加えている 

 

・参加しない理由としては、前回調査時と同様、「仕事や学業等で忙しく時間

がないから」、「どのような活動があるのか知らないから」などが挙げられま

す。そのため、忙しい人でも参加しやすくする工夫や、活動内容がよくわか

るように伝えることを通じ、活動に参加しやすい環境を整備していく取り組

みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2%

6.3%

14.6%

9.0%

75.1%

78.8%

5.0%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年調査（Ｎ=1,271)

令和元年調査（Ｎ=1,341）

【ボランティアやNPO活動の経験】（市民アンケート）

現在活動している 以前活動していたが、現在は活動していない 今までに活動したことはない 無回答

40.1%

26.2%

25.1%

22.2%

10.3%

38.0%

30.2%

29.8%

19.7%

18.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

仕事や学業などで忙しく時間がないから

どのような活動があるのか知らないから

体力的に自信がないから

自分の時間を優先したいから

知り合いがいないため、一人では参加しにくいから

【ボランティアやNPO活動に参加しない理由（上位5つ）】(市民アンケート)

令和６年調査（ｎ=955) 令和元年調査（ｎ=1,178）
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評価指標 

指標 
現状値 

（R６） 

目標値 

（R１２） 

ボランティア体験学習参加者数 

（ジュニアボランティアスクール、青少年ボランティア

スクール） １６１人 １８０人 

次世代の地域貢献意識を育み、継続的な社会参加の入口を
広げるため、体験学習の参加者数の増加を目指します。 

福祉体験学習開催数 

２８回 ３５回 
住民が福祉を自分ごととして学ぶ機会を拡充し、理解の深化
と参加の裾野拡大につなげるため、開催数の増加を目指しま
す。 

福祉推進員の登録者数 

５６６人 ６９６人 
地域内の担い手層を強化し、見守り・つなぎ役のネットワーク
を広げるため、福祉推進員の登録者数の増加を目指します。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                             

 

   

 

コラム ボランティアスクールでの取り組み 

ボランティアセンターでは、小中学生や地域の方々

を対象とした福祉教育の推進を実施しています。 

特に、夏休みの学生を対象としたボランティアスク

ールでは、手話や点字などの福祉体験や、高齢、児

童、障がい者施設でのボランティア体験ができる

プログラムを実施しており、福祉に対する興味関

心のきっかけづくりの場となっています。 

 

 

小学生向け 

ジュニアボランティアスクール 
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施策の方向性 

福祉や地域活動を一人ひとりが身近に感じ、地域の中で起きている課題に気がつく

ための「きっかけ」となるような機会を充実させる。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

児童や生徒が福祉の心を育む

学習機会の提供 

・小学生を対象としたジュニアボランティアスクー

ル 

・中学生以上を対象とした青少年ボランティア 

スクール 

・主に小中学生を対象とした福祉体験学習 

住民が福祉の理解を深めるた

めの講座・交流等の実施 

・自治会や民生委員等に向けた出前講座 

・施設を活用した障がい者と住民の交流（障害者 

就労訓練しらこばと） 

・障がい理解の啓発（障害者福祉センターこばと

館） 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・様々な立場（高齢・障がい・こども・困窮等）を理解し、地域課題

の解決力の向上を目指しましょう。 

・地域福祉に関心を持ち、自ら学ぶ機会をつくりましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・社協で実施する出前講座等を活用し、地域の抱える課題への理解を

深め、地域で必要な取り組みを実践しましょう。 

・地域で活動する団体と協力し、地域への啓発活動等を推進しましょ

う。 

社協で 

取り組むこと 

・児童や生徒が福祉の心を育み、他者への理解や命の大切さの理解、

ともに生きることを大切に思う心を育む学習機会を提供します。 

・地域で誰もが安心して暮らしていけるよう、住民の皆が福祉の理解

を深めるための様々な体験学習を推進します。 

人権尊重や福祉の理解を深める機会をつくろう 
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施策の方向性 

地域における福祉や活動に求められていることが多様化している背景を踏まえ、活

動者の関心や主体性を活かした形でのボランティア参加の機会を一層充実させる。 

 

各主体とともに進める役割  

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

ボランティアを身近で気軽な

きっかけで体験できる機会提

供 

・ボランティア体験学習 

・ボランティア相談 

・高齢者のボランティア活動支援（介護支援ボラ

ンティア制度） 

ボランティアに関する情報提

供や講座の開催、活動の基盤

整備や情報発信 

・ボランティアフェスティバル 

・ボランティアセンターの運営 

・ボランティア活動の基盤整備・活動充実の支援 

・ボランティア講座の実施   

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・関心のある地域の活動や研修に参加しましょう。 

・お互いに助け合って生活していける地域づくりを実践しましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・各種講座や支え合い活動を地域に展開し、新たな担い手を発掘しま

しょう。 

・その人らしく暮らし続けられるよう、個人の意思やその家族の思い

や悩みを理解し、地域で支えましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・ボランティアを身近で気軽に体験できる機会の提供 

・ボランティアに関する情報提供や講座の開催、活動の基盤整備を積

極的に行い、ボランティア活動への参加のきっかけづくりを推進し

ます。 

ボランティアの参加機会を増やそう 
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施策の方向性 

身近な地域での交流機会を充実させ、住民同士の支え合い活動のきっかけづくりを

支援します。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

福祉活動の参加を促し、地域

で支え助け合う仕組みづくり 

・地域の身近な居場所づくり（ふれあいサロン） 

・子育て世帯の交流や情報提供（子育てサロン） 

・高齢者の居場所づくりや講座の開催（「ふらっと」

がもう、おおぶくろ） 

・地域支え合い会議の設置・開催 

・地域支え合い推進員（生活支援コーディネーター）

の配置 

・広域交流ボランティア活動の助成 

・施設を活用した障がい者と住民の交流（障害者就

労訓練しらこばと）   

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・関心のある交流や活動の場へ参加し、地域の人との交流の輪を広げ

ましょう。 

・交流・活動を通じて認知症や障がい等への理解を深めましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・様々な交流事業の運営に参加し、市民同士が世代の違いや障がい、

認知症等の有無に関わらず交流できる機会づくりに協力しましょ

う。 

・交流の場を提供し、福祉への理解を深め、地域全体で支える機運を

醸成しましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・住民の福祉活動への参加を促し、地域で支え、助け合う仕組みづく

りを推進します。 

交流や支え合いの機会をつくろう 
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施策の方向性 

世代の違いや社会の変化等のニーズの多様化を踏まえ、活動者の関心や主体性を

活かした、地域福祉の次世代を担う人財を育てます。また、障がい者や認知症の方へ

の理解を深めることで、地域共生社会に向けて、互いに助け合い、つながり合える関

係性を醸成します。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

活動者の関心や主体性を活か

した新たな人財の育成・確保 

・福祉推進員の養成 

・手話通訳者・要約筆記者等の養成（障害者福祉セ

ンターこばと館） 

・地域支え合い会議の設置・開催 

・障がい理解の啓発・障がい者の支援を担う人財の

育成（障害者福祉センターこばと館） 

・ボランティア講座の実施 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・関心のある地域の活動や研修に参加しましょう。 

・お互いに助け合って生活していける地域づくりを実践しましょう 

互助・共助 

（地域） 

・地域の生活課題を把握し、必要な支援につなぎましょう。 

・各種講座や支え合い活動を地域に展開し、新たな担い手を発見しま 

しょう。 

社協で 

取り組むこと 

・地域における福祉や介護等に求められていることが多様化している

背景を踏まえ、活動者自身の関心や主体性を活かした活動を支援

し、新たな人財を育成・確保します。 

地域福祉に関わる新たな人財を育てよう 
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基本目標１ 多様な主体による参画と協働による地域課題の発見・解決を推進します  
 

基本方針１-２ 

  

 

 

○ 地域で活動する団体の活動支援や住民参加型の福祉サービスの展開を通じて、地域力

の底上げに取り組みます。 

○ 交流や活動ができる機会や場所を住民等が活用して、誰もが孤立せずに、困ったとき

に相談できる地域づくりを目指します。 

 

現状・これまでの主な取り組み 

○ 様々な社会課題に対応したサロン活動が始まるなど、ふれあいサロンが年々増

加しています。 

○ 障がいのある人の地域における居場所づくりや、介護者支援のためのオレンジ

カフェ等、世代や障がい、認知症の有無に関わらず地域に関わりを持つ場づくりが

進んでいます。 

 

課題 

◆ 市民の交流・活動の場づくりと、参加しやすい仕組みが必要です。 

・市民アンケートの結果をみると、地域活動を広げるために必要なこととし

て、「単発・短時間で参加できる活動を増やす」が３５．０％、「一人でも気

兼ねなく参加できる機会を増やす」が３４．０％と活動の参加の形態に多様

な形を求めていることがわかります。 

・一方、団体アンケートの結果では、「一人でも気兼ねなく参加できる機会を

増やす」が３６．６％と最も高いですが、「身近な地域（自宅の近く等）で

活動に参加できる機会を増やす」が３５．３％と、活動場所の身近さに注目

する結果となっています。 

   

目指す姿 
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◆ 活動する団体のスタッフの確保と情報提供・理解が必要です。 

・団体アンケートの結果をみると、地域活動を行ううえでの課題としては「ス

タッフが不足している」が４７．０％と最も多くなっています。また、支援

を必要とする人の情報不足や、市民の方の団体活動への理解不足も課題とな

っています。そのため、地域活動をより充実させるためには、地域活動団体

が長く活躍できるよう、活動をサポートしていく伴走的支援や、より多くの

人に活動を知ってもらうための啓発活動や広報の支援が必要とされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.0%

22.6%

35.0%

20.1%

13.3%

36.6%

35.3%

20.2%

29.2%

23.9%

0% 10% 20% 30% 40%

一人でも気兼ねなく参加できる機会を増やす

身近な地域（自宅の近く等）で

活動に参加できる機会を増やす

単発・短時間で参加できる活動を増やす

活動する人に対して動機づけを工夫する

（報酬やポイントをもらえる等）

学校教育の一環として

地域活動やボランティア活動を活発に行う

【ボランティアやNPO活動を広げるために必要なこと（上位５つ）】（市民・団体アンケート）

市民（ｎ=1,271) 団体（ｎ=689)

47.0%

26.4%

24.5%

24.7%

23.1%

22.2%

40.0%

17.8%

21.6%

22.9%

28.4%

26.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

スタッフが不足している

スタッフの活動意欲の維持が難しい

スタッフの固定・人事が硬直化している

活動がマンネリ化し、活動が広がらない

支援を必要とする人の情報不足

活動に対する周囲の理解不足

【地域活動を行う上での課題（上位6つ）】（団体アンケート）

令和６年調査（ｎ=689) 令和元年調査（ｎ=510）
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評価指標 

指標 
現状値 

（R６） 

目標値 

（R１２） 

ふれあいサロンの開催箇所数 

１１８箇所 １４９箇所 
地域での孤立を防止し、安心して暮らせる地域づくり
のため、身近な生活の場で参加できるふれあいサロ
ンの開催箇所数の増加を目指します。 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

コラム 老人福祉センター（４館）での取り組み 

老人福祉センター４館は、けやき荘は「娯楽と教

養」、くすのき荘は「趣味と学習」、ゆりのき荘は「ふ

れあいと健康づくり」、ひのき荘は「いきがいと交

流」をそれぞれテーマとして、各種相談事業や共同

事業体であるシンコースポーツ株式会社が有する

専門的な知見を活かした健康増進関連事業を行っ

ています。 

また娯楽や趣味、教養を高める学習機会や場所の

提供も行い、高齢者の方々がいきいきと自立した

生活を送ることができるよう支援しています。 

けやき荘における運動教室の様子 



 

44 

 

 

施策の方向性 

活動の場の提供や団体間の連絡調整、活動資金の支援等、団体の運営を後押しす

る取り組みに注力し、地域活動団体の支援に取り組みます。また、活動者の負担や孤

立感の軽減、活動を引き継いでいく新たな人財の育成に、活動団体や地域とともに取

り組みます。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

地域活動団体への活動支援 

・社会福祉活動団体等に対する助成金の交付 

・障がい者団体への支援（障害者福祉センターこばと

館） 

・地域の身近な居場所づくり（ふれあいサロン）へ

の助成金の交付 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・地域で活動する団体の取り組みや情報に関心を持ち、自分にできる

形で参加や協力をしていきましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・地域活動団体の活動内容を多くの人に知ってもらうため、積極的に

情報発信しましょう。 

・団体活動を通じた地域課題の解決や、地域の課題解決に向けた取り

組みを推進しましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・ＮＰＯを含む地域活動団体の活動の活性化や、人財の確保・育成、

拠点の確保、活動団体同士や関係機関とのつながりを支援します。 

地域活動団体等の活動や参加を促進しよう 



 

45 

 

 

施策の方向性 

互いに支え合い、日常的に見守りを行う地域の中で誰もが孤立せず、暮らし続けら

れる、ＳＯＳや困りごとを解決につなげられる地域づくりを目指し、住民参加型での福

祉サービスの展開、ＳＯＳを見逃さないための地域力の底上げなどに取り組みます。 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

地域で支え合い、助け合いの

輪が広がる仕組みづくり 

・地域支え合い会議の設置・開催 

・地域支え合い推進員（生活支援コーディネーター）

の配置 

・高齢者の居場所づくりや講座の開催（「ふらっと」

がもう、おおぶくろ） 

・日常生活に支障のある世帯に対する家事支援サービ

スの提供（ほほえみサービス） 

・子育て世帯の交流や情報提供（子育てサロン） 

・ファミリー・サポート・センターの事業運営 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・関心のある活動への参加や協力をしましょう。 

・住民参加型の支え合いの福祉サービスについて、周囲で必要として

いる人に伝えましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・地域の中でつながりをつくり、支え合いの活動に参加や協力をしま

しょう。 

・住民参加型の支え合いの福祉サービスについて、地域内で必要とし

ている人に紹介しましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・住民の福祉活動への理解と参加意欲を育み、地域で支え合い、助け

合いの輪が広がる仕組みづくりを推進します。 

地域の困りごとやニーズを支え合いにつなげよう 
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基本目標２ 適切な支援につなぎ課題を解決するための包括的な支援体制を強化します  
 

基本方針２-１ 

  

 
 

 

○ 困っている人が地域の中で孤立しないように、誰もが身近に相談できる機会や場所が

ある地域づくりを推進します。 

○ 地域における困りごとや相談に対して、相談内容を「丸ごと」包括的に受け止めて解

決につなげていくような相談支援、制度の狭間にあるような問題へのアプローチを充

実させます。 

現状・これまでの主な取り組み 

○ 住民からの相談内容が、例えば８０５０問題※のように複雑・複合化して

おり、１つの部署、１つの福祉分野だけでは対応が困難なことがあります。

このような課題に対して、市では重層的な支援体制の整備のための組織体を

整備し、円滑に対応できるための体制づくりを行っています。 

○ 社会福祉協議会として総合福祉相談を実施し、福祉情報の提供や心配ごと

の相談支援を行っているほか、各施設等でも相談を受け付けています。 

 

※引きこもりの若者が存在していたがこれが長期化すれば親も高齢となり、収入に関してや介護に関し

てなどの問題が発生するようになるが、これは「80歳代の親と50歳代のこどもの親子関係での問題」

であることから、「8050問題」と呼ばれる。 

課題 

◆ 地域で生じている生活課題は多岐に渡っています。 

・団体アンケートの結果をみると、市民の方から受けた生活上の困りごと等の

相談内容は、「一人暮らしで不安や心細い思いをしている」が５８．１％と

最も多く、独居による不安、家族の介護や経済困窮、障がい、子育てと多岐

に渡り、また「制度の狭間」になりえる課題も少なくないことがわかりま

す。多様な生活課題に関する相談に対応するための支援体制が求められてい

ます。  

目指す姿 
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◆ 困りごとや悩みを抱えた際の相談のしやすさが期待されています。 

・団体アンケートの結果をみると、「色々な困りごとや悩みを抱えても、市役

所等に相談がしやすく、早く解決につながる」かどうかは、「できている」

「ある程度できている」を合わせても４０．８％にとどまっており、気軽な

相談のしやすさや、そのための必要な情報提供等が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 
  

58.1%

43.6%

32.2%

30.5%

30.2%

26.2%

20.8%

20.1%

14.1%

12.8%

1.3%

2.0%

0% 20% 40% 60%

一人暮らしで不安や心細い思いをしている

認知症や老々介護（高齢者による高齢者の介護）で

困っている

介護や障がいを抱える家族等のケアをしている

経済的に困窮している

近所や地域と関わりを持たず、孤立している

障がいを抱えて困っている

子育て・育児で不安や悩みを抱えている

１から８などの困りごとを複数抱えている家庭がある

家族から虐待が疑われるようなことをされている

その他

分からない

無回答

【市民から生活上の困りごと等の相談を受けた相談内容】（団体アンケート）

（ｎ＝298）

4.4% 36.4% 41.7% 10.0% 7.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度調査（ｎ=689）

【困りごとや悩みを市役所等に相談がしやすく、早く解決につながるか】（団体アンケート）

できている ある程度できている あまりできていない ほとんどできていない 無回答
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評価指標 

指標 
現状値 

（R６） 

目標値 

（R１２） 

総合福祉相談の相談件数 
年間 

４５件 

年間 

６０件 地域における様々な福祉課題及び生活課題に応じるため、 
総合福祉相談の周知に努め、相談件数の増加を目指しま
す。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

コラム 総合福祉相談での取り組み 

地域生活における様々な困りごとを受け止め、解決

につなげられるよう、身近な地域で「総合福祉相談」

を実施しています。 

 

福祉や生活の相談に広く応じ、必要に応じて専門機

関や福祉サービスへつなぎます。また、社協職員全

員が地域福祉コーディネーターとしての意識を持

ち、分野や制度の垣根を越えて包括的に相談支援

ができる体制づくりに取り組んでいます。 
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施策の方向性 

高齢者、障がい者、外国人など、情報収集や意思疎通が難しく支援を要する人が必

要とする情報を入手できるよう、さまざまな媒体や機会を活用した情報発信を充実さ

せます。 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

地域全体で必要な情報を提供

できる体制づくり 

・福祉推進員の養成 

・越ヶ谷地区における地域包括支援センターの運営 

・高齢者の健康や生活に関する相談支援（老人福祉セ

ンター４館） 

・障害福祉サービス等の利用援助・自立生活の支援や

社会生活等に関する相談支援（障害者就労訓練施設

しらこばと） 

・障がい者等からの相談や問い合わせ対応・聴覚障が

い者への情報提供や電話通訳（障害者福祉センター

こばと館） 

多様な媒体の活用 
・ 「社協だより」、各種チラシ等による広報 

・ホームページの充実 

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・行政や地域の団体が発信する情報への関心を持ち、必要なときに自ら
活用できるようにしましょう。 

・自分に合った情報の入手手段（広報紙、ＳＮＳ等）を把握し、継続的
に情報を受け取れるようにしましょう。 

・手話や要約筆記等、様々なコミュニケーション方法を理解しましょ
う。 

互助・共助 

（地域） 

・情報入手が困難な人に対し、必要な情報を提供しましょう。 
・福祉、子育て等に役立つ情報を地域へ発信しましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・福祉推進員、民生委員・児童委員、自治会、地域包括支援センター等
と連携し、地域で必要な情報を提供できる体制を推進します。 

・「社協だより」やホームページ、各事業で作成するチラシ等、多様な
媒体を活用します。 

必要な情報を提供できる体制を充実させよう 
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施策の方向性 

住民にとって身近な地域で相談できるよう、相談支援体制を充実させることで、地

域生活課題に対し迅速に対応します。 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

様々な支援ニーズに対応する 

総合的な相談窓口の充実 

・福祉情報の提供や心配ごと等、福祉全般に関する総

合福祉相談の実施 

身近な地域での相談機会の充

実と認知度の向上 

・福祉推進員による見守り・声かけ活動 

・越ヶ谷地区における地域包括支援センターの運営 

・障がい者サービス等の利用援助・自立生活の支援や

社会生活等に関する相談支援（障害者就労訓練施設

しらこばと） 

・障がい者等からの相談や問い合わせ対応・聴覚障が

い者への情報提供や電話通訳（障害者福祉センター

こばと館） 

・子育て世帯の交流や情報提供（子育てサロン） 

  

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・普段から地域の中でつながりを持ち、相談しやすい関係性を育みま

しょう。 

・身近な地域で相談できる場所を把握しましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・当事者やその家族から相談を受けた場合には、その世帯のニーズを

把握し、適切な支援者や行政機関とつなぐ役割を果たしましょう。 

・住民から相談を受けた際は、支援機関・団体が互いに連携を図り、

課題解決に向けて支援しましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・相談内容の複雑・複合化や、制度や社会の変化に対応しながら、相

談者の個々の状況に応じた、様々な支援ニーズに対応する総合的な

相談窓口を充実させます。 

・地域における身近な生活上の課題を相談できる機会の充実ととも

に、相談窓口となりうる関係組織・関係者の認知度を向上します。 

身近な場所での相談機会を充実させよう 
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施策の方向性 

将来に不安を抱える高齢者や、判断能力が十分でない知的障がい・精神障がいのあ

る人等が、住みなれた地域で安心して生活が送れるよう、権利擁護や虐待防止、生活

上の支援等を実施するとともに、適切な利用に向けた制度の周知を行います。 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

成年後見事業の実施・周知啓

発 

・成年後見制度の利用援助その他必要な支援 

・市民後見人の養成 

・法人（社協）による後見事業 

・「成年後見センターこしがや」等を通じた周知 

生活上の支援 
・一人暮らし高齢者のみまもりサービス等の実施 

・福祉サービス利用援助事業 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・成年後見制度などの権利擁護や虐待に関する正しい知識を身につ

け、理解を深めましょう。 

・いざというときに、自分の不安や悩みを相談できる人や窓口を把握

し、悩みをひとりで抱え込まず、誰かに相談しましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・関係機関との連携により、支援が必要な世帯の早期発見・虐待防止

を実践しましょう。 

・地域における介護者の孤立や家庭内のＳＯＳ等、虐待につながるサ

インを早期発見し、適切な相談窓口につなぎましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・権利擁護や虐待防止、生活上の支援等を実施します。 

・成年後見制度等の適切な利用に向けた制度の周知をします。 

権利擁護における仕組みを推進しよう 
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施策の方向性 

複雑な悩みごとを抱えた市民に適切な支援を提供できるよう、相談支援体制を充

実させることで、地域生活課題に対し迅速に対応します。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

多様な生活課題に対する支援 

・越ヶ谷地区における地域包括支援センターの運営 

・健康相談などの各種相談に対する相談事業の実施

（老人福祉センター４館） 

・障がい者等からの相談や問い合わせ対応（障害者福

祉センターこばと館） 

・聴覚障がい者への情報提供や電話通訳（障害者福祉

センターこばと館） 

 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・いざというときに、自分の不安や悩みを相談できる人や窓口を把握

し、悩みをひとりで抱え込まず、誰かに相談しましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・地域の中で困りごとを抱えている人がいたときは、話を聞き、必要

に応じて相談機関につなげる意識を持ちましょう。 

・様々な支援制度や相談窓口、情報ツールを理解・活用し、困りごと

を抱える人への支援を実施しましょう。 

・複雑・複合化した課題を抱える世帯への、各関係機関の連携による

包括的な支援を実施しましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・多様な生活課題に対する総合的な相談支援を行い、相談者にとって

最適な制度に結び付けられるように努めます。 

多様な生活課題に対する支援体制を強化しよう 
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基本目標２ 適切な支援につなぎ課題を解決するための包括的な支援体制を強化します  

基本方針２-２ 

  

 

 

○ 複雑・複合化した地域生活課題に対応するため、関係機関の連携のもと、個々の状況

に応じた形で相談者に寄り添い、制度の狭間になるような内容も含めた課題解決への

アプローチを一層進めます。 

 

現状・これまでの主な取り組み 

○ 地域課題について協議する場である「地域支え合い会議」が市内全地区に

設置されました。各地区の特性や地域ニーズに応じた活動が展開されていま

す。 

○ 地域課題が複雑・複合化する中で、これまでの福祉制度や支援サービスだ

けでは解決が難しい、「制度の狭間」と言われるような困りごとも少なくあ

りません。社会福祉協議会では、市の重層的支援体制整備事業を開始以降、

社会福祉協議会とこども食堂、学習支援団体等との連携による活動等、分

野・部署横断型の支援に一層取り組んでいます。 

 

課題 

◆ 困りごとや悩み、孤立等の解消に向けた地域ぐるみの支援・協働が重要です。 

・市民アンケートをみると、身近な場所で気軽に相談できると考えている市民

は２７．０％、困りごとや悩み、孤立等を抱えている人が適切な支援につな

がる仕組みが充実していると答えたのが２３．５％と低くなっています。 

・社会福祉協議会では、総合福祉相談窓口の設置など、相談支援体制の充実を

図っていますが、今後は、これらの支援に加えて、一人ひとりの市民や、地

域の団体・ボランティア等による見守りも大切になっています。 

  

目指す姿 
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*割合は、「できている」「ある程度できている」の合計 

 

◆ 地域活動団体や事業者等との連携強化が必要です。 

・団体アンケートの結果をみると、地域活動を行ううえで連携・協力体制にあ

る団体や組織は、市役所、社会福祉協議会、自治会の３つが主になっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その一方で、約６割が、地域の中で活動団体や専門機関のつながりの強化が

できていないと回答しています。このことから、現在の連携関係を活かしつ

つ、多様な担い手が互いに連携を強化できるような取り組みが求められてい

ます。 

 

 

 

 

  

23.5%

27.0%

0% 10% 20% 30% 40%

困りごとや悩み、孤立などを抱えている人が

適切な支援につながる仕組みが充実している

生活上の困りごとを、身近な場所で

気軽に相談できる場所が充実している

【相談できる場所や支援体制について】（市民アンケート）

（n=1,281）

60.7%

59.8%

56.9%

41.8%

24.2%

23.7%

22.8%

16.0%

12.9%

11.6%

10.0%

7.8%

6.5%

5.1%

4.5%

4.4%

3.9%

2.5%

1.6%

4.1%

4.6%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80%

市役所
社会福祉協議会

自治会
民生委員・児童委員

介護・福祉施設
小中学校・高校

警察・消防
老人クラブ

医療機関
当事者団体

ＮＰＯ・ボランティア
保育園・幼稚園
大学・専門学校

ＰＴＡ
民間企業

商店街
ハローワーク

弁護士・司法書士
商工会議所

その他
分からない

無回答

【地域活動を行う上で、連携・協力関係がある組織・団体】（団体アンケート）

（ｎ＝689）

2.3% 32.5% 45.9% 12.9% 6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度調査（ｎ=689）

【地域の中で、活動団体や専門機関のつながりが強化されているか】（団体アンケート）

できている ある程度できている あまりできていない ほとんどできていない 無回答



 

55 

評価指標 

指標 
現状値 

（R６） 

目標値 

（R１２） 

社会福祉協議会と連携し事業を実施している企業・

大学等の数 
２２箇所 ２８箇所 

地域課題解決に向けた産学官民の協働体制を拡充し、資源の
循環と新規協働の創出を促すため、連携先数の増加を目指し
ます。 

重層的支援に係る会議の開催回数 

１４回 １８回 
複合的課題を抱える世帯への関係機関連携と支援方針の合
意形成を促進するため、会議開催回数の確保・増加を目指し
ます。 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

コラム 地域支え合い会議での取り組み 

地域支え合い会議では、高齢になっても住み慣れた

地域で安心して生活が続けられるよう、地域ぐるみ

の支え合いの体制づくりを構築することを目的に、

各地区の特性に合わせた取り組みを検討し、活動を

展開しています。 

 

桜井地区では、掃除や買い物などの生活のちょっと

した困りごとを、住民相互のボランティア活動で解

決する「桜井笑顔の会」の活動が始まっています。 

利用者受付の様子 
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施策の方向性 

複雑な悩みごとを抱えた市民に適切な支援を提供できるよう、社会福祉協議会と

行政、支援機関のネットワークを活用した、連携の強化に努めます。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

行政との連携強化 ・関係機関によるチーム支援の実施 

関係機関との連携強化 

・住民や関係団体との連携の強化及び活動支援 

・社会福祉法人や企業等との連携強化 

・地域支え合い会議の開催 

・重層的支援会議の開催 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・困りごとの内容や要望を自分なりに整理し、いざというときに社協

や市役所など、適切な福祉機関に相談できるよう準備しましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・各会議を通じた課題把握及び専門職の立場から支援を必要とする人

への適切な支援を提供しましょう。 

・地域でのつながりの中で地域課題の共有や解決方法を検討し、支援

の充実を図りましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・地域福祉を推進する行政との情報共有、事業等の連携・協働に取り

組みます。 

・民生委員・児童委員協議会、自治会、地域包括支援センター、社会福

祉法人や企業等の関係組織と連携し、地域全体で支援を実施します。 

関係機関によるチームで支援しよう 
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施策の方向性 

これまでの福祉制度や支援サービスだけでは解決が難しい困りごと（「制度の狭

間」）に対し、分野・部署横断型によるアプローチを一層進めます。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

「制度の狭間」の問題への 

アプローチ 

・部署間横断の支援体制の構築 

・組織体制の強化 

 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・地域での積極的なあいさつ・声かけを実施し、顔の見える関係づく

りを目指しましょう。 

・地域の中で、支援が必要な人をつなぐための取り組みがあることを

理解し、必要なときに活用しましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・困りごとを抱える人が孤立しないように、地域の中で見守りなが

ら、必要なときは適切な支援につなげましょう。 

・地域包括支援センター等の専門機関との顔の見える関係を構築しま 

しょう。 

・社協や市の福祉関連課との連携、情報共有によって、支援が必要な

人を把握しましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・これまでの福祉制度や支援サービスだけでは解決が難しい困りごと

（「制度の狭間」）に対し、分野・部署横断型によるアプローチを一

層推進します。 

制度の狭間へのアプローチを一層進めよう 
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基本目標３ 誰もが安全・安心に暮らせる人にやさしい地域をつくります  

基本方針３-１ 

  

 

 

○ 災害時や急病、困難を抱えた際などのいざというときも含めて、住民がいつまでも安

心して暮らし続けられる「福祉のまちづくり」を推進するために、多種多様な分野で

福祉の視点が行き届いたまちづくりを目指します。 

 

 

現状・これまでの主な取り組み 

○ 健康づくりに関しては、ラウンドフィットネスの開始などに新たに取り組

みました。 

○ 生きがい・社会参加づくりにおいては、教養講座として老人福祉センター

４館で市内通信会社と協力し、スマホ講座を実施するほか、全館でｗｉ－ｆ

ｉ設備を設置し、高齢者等のデジタル格差の解消に努めています。 

○ 防災においては、社会福祉協議会として災害ボランティアセンターの整備

や、市内各地区の防災訓練へ参加し、災害ボランティアセンターの周知を行

いました。 

 

課題 

◆ 災害時にも助け合える地域のつながりづくりが必要です。 

・市民アンケート結果をみると、地域のつながりや支え合いの力を活かした防

犯や防災対策は、「できている」「ある程度できている」をあわせて３４．２％

となっており、「あまりできていない」「ほとんどできていない」をあわせて、

４５．７％を下回っています。そのため、今後、地域のつながりや支え合いの

力を活かした防犯や防災対策を充実させていくことが必要です。 

  

目指す姿 
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◆ バス等の公共交通に課題があり、生活のしやすさや社会参加の工夫が重要です。 

・市民アンケート結果をみると、「建物のバリアフリー化やバスなどの公共交

通の充実など生活しやすいまちがつくられている」は、「できている」「ある

程度できている」をあわせて３６．２％となっており、「あまりできていな

い」「ほとんどできていない」をあわせた４７．９％を下回っています。 

・公共交通機関、特に路線バスについては全国的に路線の減便、廃止が進んで

おり、本市においても例外でない状況となっています。閉じこもりの防止や

社会参加、買い物が難しくなる高齢者や障がい者等への支援や支え合いの工

夫が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.0% 32.2% 36.0% 9.7% 20.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度（ｎ=1,271)

【地域のつながりや支え合いの力を活かした防犯や防災対策が進められているか】（市民アンケート）

できている ある程度できている あまりできていない ほとんどできていない 無回答

4.4% 31.8% 36.3% 11.6% 15.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度（ｎ=1,271)

できている ある程度できている あまりできていない ほとんどできていない 無回答

【建物のバリアフリー化やバスなどの公共交通の充実など生活しやすいまちがつくられている】（市民・団体アンケート）
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評価指標  

指標 
現状値 

（R６） 

目標値 

（R１２） 

老人福祉センター４館の来館者数 
年間 

２３８，４６８人 

年間 

３００，０００人 
高齢福祉の増進を図ることを目的に設置された市内４館の
老人福祉センター利用者の増加を目指します。 

災害ボランティア登録者 

８８人 １１０人 
発災時の受援・支援体制を強化し、即応性と継続性のある
人財確保を図るため、登録者数の増加を目指します。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

コラム 災害ボランティア登録制度の取り組み 

大規模災害発生時、関係機関との連携による災害ボラン

ティアセンターの適切かつ迅速な立ち上げ等を行うこと

は社協としての責務です。 

 

そのため、災害発生時に迅速な対応が図れるよう、災害

ボランティアとして活動する意欲のある個人または団体

を登録し、研修や情報提供を行うことにより、登録者の

拡充に努めています。 

また、越谷市総合防災訓練等に積極的に参加し、住民に

対して災害ボランティアセンターの PR を行っていま

す。 

災害ボランティア 

登録者研修の様子 
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施策の方向性 

誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、在宅福祉サービス等の充実を図

ります。あわせて、社会福祉協議会と越谷市の関係各課（高齢・障がい・子ども子育て・

生活福祉等）が連携し、情報や支援方法の共有等を図ります。 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

在宅福祉サービスの充実 

・ケアマネジャーによるケアプランの作成や支援サ
ービス内容の調整 

・ホームヘルパーによる訪問介護等の介護保険サー
ビスの提供 

・介護保険制度外の訪問介護サービスの提供による
在宅自立支援  

・ホームヘルパーによる居宅介護、同行援護等の障
がい福祉サービスの提供 

・移動が困難な障がい者（児）の移動支援 
・障害者ガイドヘルパーの養成研修・派遣 
・日常生活に支障のある世帯に対する家事支援サー

ビスの提供（ほほえみサービス） 
・手話通訳者・要約筆記者の派遣 
・ファミリー・サポート・センターの事業運営 

生活のために必要な資金や物資

等の支援 

・低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対する
生活福祉資金の貸し付け 

・緊急に援護が必要となった人に対する食料品等の
現物支給 

・在宅の紙おむつ使用者への紙おむつ等の配付 

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・近隣同士でコミュニケーションを取り、買い物等の簡単な手助けを
お願いし合える関係をつくりましょう。 

・外出に不安がある場合は、外出支援等の制度を活用しましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・近隣同士でコミュニケーションを取り、高齢者、障がい者、妊婦を
はじめ、誰もが簡単な手助けをお願いし合える地域をつくりましょ
う。 

・地域として移動支援や介護に関する活動を行いましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・住み慣れた地域で安心して生活するための在宅福祉やコミュニケー
ション支援を充実します。 

・生活のために必要な資金や物資等を支援します。 
・情報や支援方法の共有など、市の関係各課（高齢・障がい・子ども

子育て・生活福祉等）と連携します。 

住み慣れた地域での生活を充実させよう 
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施策の方向性 

社会参加や健康・生きがいづくりにつながる活動を推進します。あわせて、各種事業

を通じて、地域における孤立や閉じこもりの防止、新たな出会いや日常的な見守りの

機会にもつなげます。 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

社会参加や健康・生きがいづく

りの支援 

・一人暮らし高齢者等に対する交流機会の提供 
・在宅の障がい者向けのデイサービス支援（障害者福

祉センターこばと館） 
・施設を活用した障がい者と住民の交流（障害者就労

訓練しらこばと） 
・障がい者の就労訓練（障害者就労訓練施設しらこば

と） 
・教養講座の開催、文化・スポーツ・レクリエーショ

ン事業の実施、健康増進の講座等の実施（老人福祉
センター４館） 

・各種運動教室の開催(市民プール) 
・子育て世帯の交流や情報提供（子育てサロン） 
・地域の身近な居場所づくり（ふれあいサロン） 

社会参加や生きがいづくりに関

わる人財の育成 

・高齢者のボランティア活動支援（介護支援ボランテ
ィア制度） 

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・関心のある講座やイベント等へ参加しましょう。 
・社会参加や健康・生きがいづくりに関する活動への理解や関心を持

ちましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・地域の中で社会参加や健康・生きがいづくりに関心を持つ人と活動
との橋渡しをしましょう。 

・社会参加や健康・生きがいづくりにつながる活動を地域に展開し、
新たな協力者を発掘しましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・社会参加や健康・生きがいづくりにつながる活動を行うための場や
情報の提供を行い、活動を推進します。 

・社会参加や生きがいづくりに関わる多様な世代の人財を育成しま
す。 

社会参加・健康や生きがいづくりを進めよう 
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施策の方向性 

住民が安全に安心して暮らせるよう、防犯・防災意識の醸成を図るとともに、いざと

いうときに助け合える地域づくり、支援が必要な人（高齢者や障がい者等）との顔の見

える関係づくりに取り組みます。 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

災害時のボランティアセンター

の運営 

・災害ボランティアセンターの平時からの周知 

・災害時の迅速な災害ボランティアセンターの開

設・運営 

災害ボランティア活動の担い手

確保 
・新規の災害ボランティアの登録・育成 

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・地域の防犯・防災活動団体の取り組みを理解し、積極的に参加しま

しょう。 

・障がい者災害時支援バンダナ等の目印や、ヘルプカード等の緊急連

絡先が把握できるものを携帯するなど、日頃から防災への意識を高

め、自分の安全を守るための備えを進めましょう。 

・こども達を見守る「ながら見守り」といった、日常生活に防犯の視

点を取り入れた活動への理解を深め、活動に参加しましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・自主防災組織や自治会においては、災害時の住民の安否確認、要配

慮者への支援、避難誘導、避難所運営等の地域防災活動の中核的な

役割を発揮しましょう。 

・社会福祉法人による、災害時の要配慮者の受け入れ、福祉避難所に

おける専門的な支援やケアを提供しましょう。 

・自主防犯団体や防犯パトロールアドバイザーによる、啓発活動等を

通じた、住民一人ひとりの防犯意識の普及啓発を図りましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・災害時の被災者へのきめ細かな支援や被災地の迅速な復旧・復興を

支援するための災害ボランティアセンターの開設及び運営をしま

す。 

・災害ボランティアセンターの周知をします。 

・災害ボランティアに関する登録制度や研修・情報提供を実施しま

す。 

災害時にも助け合える地域のつながりをつくろう 
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施策の方向性 

各施設を安全・安心に利用できるよう、適正な施設の管理・運営に努めます。また、

地域に根ざした施設として、事業の拡充に努めます。 

さらに、各種事業を通じて、地域における孤立や閉じこもりの防止、新たな出会いや

日常的な見守りの機会にもつなげます。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

施設運営の充実 

・老人福祉センター４館の運営（各種相談事業・健

康増進事業・学習機会や居場所づくり等） 

・障害者福祉センターこばと館の運営（自立支援事

業、余暇支援事業、ボランティアの育成事業等） 

・障害者就労訓練施設しらこばとの運営（住民と障

がい者の交流、就労訓練や生活相談支援等） 

・ 「ふらっと」がもう、おおぶくろの運営(高齢者の

居場所づくりや講座の開催) 

・子育てサロンの運営(子育て世帯の交流や情報提

供）   

区 分 期待される役割・取り組み 

自 助 

（市民） 

・地域の施設で行われている活動・イベント等で、興味がある内容に

参加しましょう。 

互助・共助 

（地域） 

・各施設の活動内容や相談機能について、地域の中で必要としている

人に紹介しましょう。 

・各種事業を通じて、地域における孤立や閉じこもりの防止、新たな出会

いや日常的な見守りの機会につなげましょう。 

社協で 

取り組むこと 

・施設の適正な管理・運営をします。 

・各種事業を通じた、孤立防止や交流・見守り機会を創出します。 

・各施設において、必要に応じ相談などもできることを日頃から周知

します。 

施設運営を充実させよう 
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基本目標３ 誰もが安全・安心に暮らせる人にやさしい地域をつくります  
 

基本方針３-２ 

  

 
 

   

○ 地域福祉活動やつながりづくり、身近な相談支援、「制度の狭間」の問題に寄り添っ

た解決支援などに一層取り組みます。 

○ 越谷市の地域福祉活動の中核を担い、地域福祉を推進する立場である社会福祉協議会

の組織体制の一層の強化を目指します。 

 

現状・これまでの主な取り組み 

○ 本市の重層的支援体制整備事業がスタートして以降、社会福祉協議会内で

も、事業区分をまたいだ形での分野横断型支援強化の機運が一層高まり、対

象の案件に対して組織一丸となって、積極的な関わりを持つことができるよ

うになりました。 

○ 地域福祉コーディネーターを配置し、制度の狭間にある課題や複合的な課

題等、既存の制度では対応が難しいケースへの組織的な対応に取り組んでい

ます。 

○ 社会福祉協議会のホームページのリニューアルに着手し、ＳＮＳの活用も

含めた情報提供の充実に努めています。 

 

課題   

◆ 地域福祉活動の中核を担い、関係者の協働を推進することが期待されています。 

・団体アンケートの結果をみると、地域活動において現在連携関係にある団

体・組織は、市役所に次いで社会福祉協議会という回答が多くなっていま

す。また、今後連携・協力関係を深めたい団体や組織としても、市役所に次

いで社会福祉協議会となっており、本市の地域福祉活動の中核を担う立場と

して、様々な立場の団体・組織をつなぎ、地域課題を解決する役割も期待さ

れています。  

目指す姿 
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◆ 地域で受ける相談内容は多岐に渡っています。 

・市民から生活上の困りごと等の相談を受けた団体からのアンケート結果をみ

ると、相談内容は、独居による不安、家族の介護や経済困窮、障がい、子育

てと多岐に渡り、また「制度の狭間」になりえる課題も少なくないことがわ

かります。幅広い相談に対応するため分野や事業等を横断したワンチームで

の対応が一層求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.7%

59.8%

56.9%

41.8%

24.2%

23.7%

22.8%

16.0%

12.9%

11.6%

10.0%

7.8%

6.5%

5.1%

4.5%

4.4%

3.9%

2.5%

1.6%

4.1%

4.6%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80%

市役所
社会福祉協議会

自治会
民生委員・児童委員

介護・福祉施設
小中学校・高校

警察・消防
老人クラブ

医療機関
当事者団体

ＮＰＯ・ボランティア
保育園・幼稚園
大学・専門学校

ＰＴＡ
民間企業

商店街
ハローワーク

弁護士・司法書士
商工会議所

その他
分からない

無回答

【地域活動を行う上で、連携・協力関係がある組織・団体】（団体アンケート）

（ｎ＝689）

58.1%

43.6%

32.2%

30.5%

30.2%

26.2%

20.8%

20.1%

14.1%

12.8%

1.3%

2.0%

0% 20% 40% 60%

一人暮らしで不安や心細い思いをしている

認知症や老々介護（高齢者による高齢者の介護）で

困っている

介護や障がいを抱える家族等のケアをしている

経済的に困窮している

近所や地域と関わりを持たず、孤立している

障がいを抱えて困っている

子育て・育児で不安や悩みを抱えている

１から８などの困りごとを複数抱えている家庭がある

家族から虐待が疑われるようなことをされている

その他

分からない

無回答

【市民から生活上の困りごと等の相談を受けた相談内容】（団体アンケート）

（ｎ＝298）
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評価指標 

指標 
現状値 

（R６） 

目標値 

（R１２） 

法人ＳＮＳの登録者数 

- ５００人 
平時・災害時の情報発信力と到達範囲を拡大し、事業周
知・参加促進・注意喚起の効果を高めるため、登録者数の
増加を目指します。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

コラム 「こしがや社協だより」の取り組み 

「社協だより」は、越谷市社会福祉協議会が発行する広報紙

で、市民の皆さまに福祉に関する身近な情報をお届けして

います。内容は、社協が実施している事業の紹介や、ボラン

ティア・イベントへの参加募集、地域で役立つ各種福祉制度

や活動の紹介など、多岐にわたります。年６回、奇数月に１１

万５千部を発行し、市内の世帯へ配布しています。 

 

また、その発行にあたっては、社協会員の皆さまからの会費や、赤い羽根共同

募金の配分金が活用されており、市民の皆さまのご協力に支えられて制作さ

れています。 
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施策の方向性 

身近な相談支援体制の充実に加え、「制度の狭間」にある課題等、既存の制度や部

署単独では対応が難しいケースに対して、部署横断型で社会福祉協議会としてのワン

チームで対応できる体制を一層充実させます。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

部署間横断の支援体制の構築 

・地域福祉コーディネーターの配置 

・制度の狭間にある課題や複合的な課題等、既存の制

度では対応が難しいケースへの組織的な対応 

身近かつ包括的な相談支援体制

の充実 

・福祉情報の提供や心配ごと等、福祉全般に関する総

合福祉相談の実施 

・老人福祉センター４館を拠点とした包括的な相談支

援体制の整備 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

社協で 

取り組むこと 

・部署間横断の支援体制を構築します。 

・身近な地域における相談窓口を設置します。 

・住民の相談を包括的に受け止める体制を構築します。 

組織体制の強化と社協としてのワンチーム対応を一層 

充実させよう 
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施策の方向性 

社会福祉協議会が実施する事業の紹介や募集、また、各種福祉情報や各施設のイベ

ント等の情報提供や広報活動を、市民や団体・地域と協力・連携した形で積極的に展

開します。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

情報提供や広報活動 

・社協だよりやホームページによる情報発信・内容の

充実 

・地域福祉出前講座の実施 

・マスコットキャラクターの活用 

 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

社協で 

取り組むこと 

・社会福祉協議会や福祉情報に関する情報提供や広報活動をします。 

・市民や団体・地域と協力・連携した形での広報を展開します。 

社協からの積極的な情報発信を強化・充実させよう 
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施策の方向性 

多様な社会ニーズに対応し、限られた人員の中でも、地域福祉活動の中核を担う立

場としての役割を果たすため、ＩＣＴ（情報通信技術）等を活用し、業務の効果的な実施

を推進します。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

効率的・効果的な業務運営 

・各種システムの活用（名簿、社内連携ツール等） 

・事務の電子化 

・各種会議の充実・機能強化 

 

 

 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

社協で 

取り組むこと 

・各種システムの活用や電子化により業務を効率化します。 

・職員・関係者の負担低減、職場の環境改善を通じた、多様な社会ニ

ーズに一層応えられる組織体制づくりをします。 

効率的・効果的な業務運営をさらに進めよう 
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施策の方向性 

地域福祉活動を継続的に推進するため、会員の募集をはじめ、募金活動の強化、基

金の周知、自主財源の確保に努めます。 

 

各主体とともに進める役割 

 

社会福祉協議会の主な取り組み 

取り組み 内 容 

財政基盤の強化 

・会員の募集 

・愛の詩基金の積み立て、果実（利息）の地域福祉活

動の事業費としての活用 

・赤い羽根共同募金活動の実施 

・自主財源の確保 

 

   

区 分 期待される役割・取り組み 

社協で 

取り組むこと 

・会員の募集をはじめとした募金活動の強化及び基金の周知をしま

す。 

・自主財源を確保します。 

財政基盤を強化しよう 
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第５章 計画を推進するために 
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１ 計画の進行管理・評価 
 

社会福祉協議会は、毎年度の各課における事業評価等から「第４次越谷市地域福祉

活動計画」の進捗を把握し、越谷市地域福祉活動推進委員会へ報告します。 

越谷市地域福祉活動推進委員会は、社会福祉協議会からの報告を基に、計画の進行

管理・評価を行います。 

また、計画した内容以外でも、越谷市の動向及び社会経済情勢や福祉環境などの変

化を踏まえ、必要に応じた計画の修正・見直しや、活動内容の改善を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

計画の進捗状況の確認、評価を継続的に実施するため、ＰＤＣＡサイクルに基づく

進行管理を行うとともに、状況に応じて新たな課題への対応などについて検討を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
評価指標に基づき、各課におけ

る施策・事業の進捗を把握し、報

告する 

越谷市 地域福祉活動計画推進委員会 

社協からの進捗報告を元に、３つの基本目標ごとに施策の評価を行う 

【構成メンバー】 住民組織代表者・学識経験者 

          ボランティア関係者、NPO 関係者 

報告 

施策・事業の見直し、改善を行

い、次年度以降の施策・事業の実

施に活かす 

評価 

越谷市 社会福祉協議会 

ＰＤＣＡサイクル… 

【Ｐ計画】→【Ｄ実行】→【Ｃ評価】 

→ 【Ａ改善】を繰り返すことによって、

取り組みの継続改善を図ること。 
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資料編 
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１ 策定の経過 
年月 推進委員会 検討委員会 作業部会 

令和６年（２０２４年） 

５月 
 

  

令和６年（２０２４年） 

７月 
 

  

令和６年（２０２４年） 

９月 

   

令和６年（２０２４年） 

１０月 

令和 6 年度第 1 回推進委員会

（１０/４） 

  

令和６年（２０２４年） 

１１月 
 

 
 

令和７年（２０２５年） 

1 月 
 

 
第１回作業部会（１/21） 

令和７年（２０２５年） 

３月 
 

令和 6 年度第１回検討委員会

（３/１９） 

 

令和７年（２０２５年） 

５月 
 

  

令和７年（２０２５年） 

６月 

   

令和７年（２０２５年） 

７月 

   

令和７年（２０２５年） 

８月 
 

 第 2 回作業部会（ ８ /６ ） 

令和７年（２０２５年） 

９月 

 令和７年度第１回検討委員会

（９/１８） 

 

令和７年（２０２５年） 

１０月 

令和７年度第１回推進委員会

（１０/６） 

  

令和７年（２０２５年） 

１１月 

   

令和７年（２０２５年） 

１2 月 

  第３回作業部会（１２/１９） 

令和８年（２０２６年） 

１月 

 令和７年度第２回検討委員会

（１/１５） 

 

令和８年（２０２６年） 

２月 

令和７年度第２回推進委員会

（２/24） 

  

令和８年（２０２６年） 

３月 
 

  

  

地域福祉活動計画（素案） パブリックコメント（１１/５～１２/５） 
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２ 越谷市地域福祉活動計画推進委員会 
 

１）越谷市地域福祉活動計画推進委員会 委員名簿 

 

任期 自 令和６年(2024 年)８月  1 日 

至 令和９年(2027 年)７月 31 日 

 

 氏  名 就任年月日 選出区分 備考 

１ 堀 井 捷一郎 R6. 8. 1 住民組織代表者  

２ 新 坂 喜 助 R6. 8. 1 住民組織代表者  

３ 会 田 眞理子 R6. 8. 1 ボランティア・ＮＰＯ関係者  

４ 近 澤 恵美子 R6. 8. 1 ボランティア・ＮＰＯ関係者  

５ 駒 﨑 美佐子 R6. 8. 1 ボランティア・ＮＰＯ関係者  

６ 渡 辺 真 浩 R6. 8. 1 行政職員  

７ 千 嶋 淳 一 R6. 8. 1 行政職員  

８ 黒 田 幸 英 R８. １.7 協議会関係者  

９ 九ノ里 幸 子 R6. 8. 1 協議会関係者  

10 北 山 隆 司 R7. 9. 9 協議会関係者  

11 大 島 隆 代 R6. 8. 1 学識経験者 副委員長 

12 高 島 恭 子 R6. 8. 1 学識経験者 委員長 

 

令和８年(2026 年)３月３１日現在（順不同） 
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３ 越谷市地域福祉活動計画検討委員会 
 

１）越谷市地域福祉活動計画検討委員会 委員名簿 

役職 職名 

委員長 常務理事(兼)事務局長 

副委員長 
副事務局長(兼)企画管理課長 

(兼)介護保険事業課長 

委員 地域福祉課長 

委員 生活支援課長 

委員 

企画管理課調整幹(兼) 

老人福祉センター 

ゆりのき荘所長(兼) 

市民プール所長 

委員 

企画管理課副課長(兼) 

障害者福祉センター 

こばと館所長 

委員 
老人福祉センター 

けやき荘所長 

委員 
老人福祉センター 

くすのき荘所長 

委員 
老人福祉センター 

ひのき荘所長 

委員 
障害者就労訓練施設 

しらこばと館長 

委員 
指定障害福祉サービス 

「しらこばと」所長 

委員 
障害者相談支援センター 

「しらこばと」所長 

委員 地域福祉課副課長 

委員 地域福祉課副課長 

委員 生活支援課副課長 

委員 成年後見センター所長 

 

令和８年(2026 年)３月３１日現在（順不同） 
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４ 越谷市地域福祉活動計画作業部会 
 

１）越谷市地域福祉活動計画作業部会 委員名簿 

 

役職 課所名 

リーダー 企画管理課 

サブリーダー 地域福祉課 

サブリーダー 成年後見センター 

部会員 老人福祉センター 

部会員 課障害者福祉センターこばと館 

部会員 障害者就労訓練施設しらこばと 

部会員 地域福祉課 

部会員 ボランティアセンター  

部会員 生活支援課 

部会員 地域包括支援センター 

部会員 介護保険事業課 

 
令和８年(2026 年)３月３１日現在（順不同） 
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５ 用語集 
 
      ※〈  〉内の数字は該当ページ数（複数回使用している場合は、その最初のページ） 

 

【あ行】 

●アウトリーチ <Ｐ９> 

外に（アウト）手を差しのべる（リーチ）ことを意味する用語。福祉分野では主に、相談機関や

職員などが地域に自ら出向いて、現場や相手と向き合い、相談につながらない潜在的な困りごと

などに対して、問題解決に向けて取り組むこと。 

 

●赤い羽根共同募金 <Ｐ６７> 

赤い羽根をシンボルとする募金。埼玉県共同募金会越谷市支会が募金活動を実施しており、募金

は社会福祉施設の整備や市内の様々な地域福祉活動などに活用される。 

 

●ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） <Ｐ２６> 

Sustainable Development Goals の略。2015 年の国連サミットで採択された 2030 年までに持続可

能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。17 のゴールと 169 のターゲットから構成され、地球

上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っている。 

 

●ＳＮＳ <Ｐ２３> 

Social Networking Service の略。インターネット上で社会的なつながり（Social Network)を築

くことができるサービスで、参加者がインターネット上で互いに情報交換したり、コミュニケー

ションをとることができる。 

 

●ＮＰＯ <Ｐ６> 

民間非営利組織。「Non-Profit Organization」「Not-for-Profit Organization」の略。利益の追

求よりも社会的な使命の実現を優先して活動する民間組織（団体）のことで、平成 10 年 12 月に

ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）が施行され、福祉や地域づくりなどを行う市民活動団体が比

較的簡単に法人格を取得できるようになった。 

 

●オレンジカフェ <Ｐ８> 

認知症の人やその家族、地域の住民、介護や福祉等の専門家などが気軽に集い、情報交換や相

談、認知症の予防や症状の改善をめざした活動などができる場所。認知症をテーマに会話をし、

情報を共有、交換する出会いと学びがある場である。 

 

【か行】 

●合計特殊出生率 <Ｐ１１> 

「15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1 人の女性がその年齢別出生率

で一生の間に生むとしたときのこどもの数に相当する。 
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●ケアマネジャー <Ｐ６１> 

要介護者等の相談やその心身の状況に応じ、介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、居宅サ

ービス事業者や施設等との連絡調整を行ったり、介護保険の給付管理事務を行う専門職。介護サ

ービスの利用にあたって重要な役割を担っている。 

 

【さ行】 

●災害ボランティアセンター <Ｐ９> 

災害時に被災地支援に駆けつけるボランティアを受け入れ、ボランティアと住民の支援ニーズを

コーディネートする役割を担うセンター。越谷市社会福祉協議会に設置される。 

 

●重層的支援体制整備事業 <Ｐ３> 

こども・障がい・高齢・生活困窮といった分野別の相談支援体制では対応しきれないような「住

民の複雑・複合化した支援ニーズ」に対応する包括的な支援体制を構築するための事業。 

 

●生活支援コーディネーター <Ｐ３９> 

別名「地域支え合い推進員」。地域における高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推

進していくために、支え合い活動（生活支援）の体制整備に向けた調整役。 

 

●制度の狭間 <Ｐ３> 

既存の制度や法律に定められた対象要件に合致しないため、公的な支援が届かない状態のこと。

複数の課題が重なる世帯や、新しい社会問題により既存枠に入らないケースを指す。 

 

●成年後見制度 <Ｐ１５> 

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方に対し、預貯金の管理など

の財産管理や、日常生活に関わる契約などの身上保護を支援する制度。 

 

【た行】 

●ダブルケア <Ｐ３> 

育児と介護の同時進行の状況のこと。育児と介護、介護と孫支援など、少子化・高齢化における

ケアの複合化・多重化の問題に焦点をあてる概念。 

 

●地域共生社会 <Ｐ３> 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、住民や地域の多様な主

体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと

生きがい、地域をともに創っていく社会。 

 

●地域支え合い会議 <Ｐ８> 

地域で支え合い活動（生活支援）を行う関係団体のネットワークづくりを目的とし、情報共有・

連携を図る場。地域支え合い推進員を中心に話し合いを行い、ネットワークの強化や、新たな生

活支援サービスの検討・開発を行っている協議体。  
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●地域福祉コーディネーター <Ｐ９> 

住民等からの相談を受け、地域の中へ入り、地域の人々や関係機関と協力して課題を明らかに

し、解決に向けた支援をする福祉の専門職。 

 

●地域包括支援センター <Ｐ１４> 

平成 17 年の介護保険制度改正によって定められた、高齢者の保健・福祉・医療の向上、権利擁

護、関係機関のネットワークづくり、介護予防ケアマネジメントなどを総合的に行う機関で、各

市区町村に設置された。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、またできるだけ介

護が必要な状態にならないように、地域にある様々な社会資源を使って必要な援助、支援を総合

的に行う市の機関。またセンターには、保健師等または看護師、主任ケアマネジャー、社会福祉

士を配置し、高齢者の生活を支える役割を担っている。専門性を活かして相互に連携しながら業

務にあたっている。越谷市内には 13 か所あり、住む場所によって対応する地域包括支援センター

が異なる。 

 

【は行】 

●８０５０問題 <Ｐ３> 

８０代の親と５０代のこどもが同居し、親の年金や資産に依存して生活している世帯で生じる社

会問題のこと。特に、こどもが長期間引きこもり状態にある場合や、病気等により安定した就労

が困難で、自立が難しいケースが多い点が特徴である。 

 

●バリアフリー <Ｐ５９> 

障壁（バリア：Barrier）となるものを除去（フリー：Free）する」という意味で、障がい者や高

齢者等が社会生活をしていくうえで妨げとなる建物や道路の段差など生活環境上の物理的障壁の

除去をいうことが多いが、より広く社会参加を困難にしている制度や意識、情報の活用などにお

ける障壁の除去も重要とされている。 

 

●ファミリー・サポート・センター <Ｐ４５> 

小学校修了までのこどもを対象とし、こどもの預かりや保育施設までの送迎などを、地域で助け

合う子育て支援ネットワークのこと。センターでは、子育ての援助を行いたい「提供会員」と援

助を受けたい「利用会員」の連絡調整を行っている。 

 

●福祉推進員 <Ｐ３６> 

地域の見守り活動やふれあいサロンの運営など、地域福祉の推進役として活動する“地域の見守

りサポーター”。地域のニーズにきめ細かく対応できるよう、さまざまな見守り活動を行ってい

る。 

 

●ふれあいサロン <Ｐ４> 

家に閉じこもりがちな高齢者や子育て中の親などを対象とした、参加者同士の交流や情報交換の

場、気軽に立ち寄れる居場所。地域の身近な場所で住民の方が自主的・主体的に活動を行える場
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として、また自治会やマンション単位で行う高齢者の見守り活動やコミュニティー活動の一つと

して大きな関心が寄せられている。 

 

【や行】 

●ヤングケアラー <Ｐ３> 

「ケアラー」とは、高齢、身体上または精神上の障がいまたは疾病等により援助を必要とする親

族、友人その他身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供す

る人を指し、そのうち、18 歳未満の人のこと。 

  

【ら行】 

●ラウンドフィットネス <Ｐ９> 

筋力運動(油圧抵抗式マシン)と有酸素運動(ステップ)を 30 秒ずつ交互に行うサーキットトレーニ

ング。筋力向上や筋力量増加によるフレイル対策、肩こりや腰痛の改善などが期待できる。越谷

市では老人福祉センター4 館（けやき荘・くすのき荘・ゆりのき荘・ひのき荘）に設置している。 

 

●老人福祉センター <Ｐ８> 

60 歳以上の市民の方々を対象に、憩いとやすらぎの場を提供し、高齢者福祉の増進を図ることを

目的に設置している施設。越谷市内には 4 施設が設置され、越谷市社会福祉協議会が指定管理者

として、施設の管理運営を担っている。 

 

 

【わ行】 

●Ｗｉ－Ｆｉ <Ｐ９> 

パソコンやスマホ、家電などをケーブルなし（無線）でインターネットや他の機器とつなぐ技

術。 
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